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は じ め に

近い将来、人工知能の進化や科学技術の進歩により新たな時代が到来し、社会の在

り方や生活の仕方が大きく変わろうとしています。未来を担う子どもたちには、これま

で以上に社会の変化を柔軟に受け止め、自ら課題を見つけ解決していく力、社会のため

に尽くそうとする心、困難に負けずに前向きに頑張れる心などが求められ、その育成の

ためには、教員の資質・能力の向上が重要であり、加えて、特別支援教育においては、

その専門性の向上が求められます。

そのような中、新しい学習指導要領が本年度から小学校及び特別支援学校小学部で全

面実施となり、年次毎に中学校・特別支援学校中学部、高等学校・特別支援学校高等部

と続きます。それぞれの学校におきましては、「社会に開かれた教育課程」「育成を目指

す資質・能力」「主体的・対話的で深い学び」「カリキュラム・マネジメント」などの視

点を踏まえた取組が進められていることと思います。

福島県教育委員会では、「第６次総合教育計画」及び「頑張る学校応援プラン」に掲

げた五つの主要施策を推進しております。また、本県特別支援教育が目指す理念である

「地域で共に学び、共に生きる教育」の推進のために、当センターにおいても、特別支

援教育の諸課題について焦点化を図り、その解決に向けて研究や教員研修及び教育相談

等、各事業に取り組んでまいりました。

本研究紀要では、教育研究「知的障がいのある児童生徒を教育する特別支援学校にお

ける各教科の指導の充実」の３年間のまとめと調査研究「通常の学級における合理的配

慮の充実に向けた調査研究」について報告いたします。

さらに、長期研究員４名が、それぞれの視点をもち、小学校の協力を得て進めてまい

りました実践研究の成果についても報告いたします。

いずれも、紙面の限りもあり、十分に意を尽くせない面もありますが、「地域で共に

学び、共に生きる教育」の推進及び各学校がそれぞれの教育実践の充実を図る上で役立

てていただければ幸いです。

最後になりましたが、研究に御協力をいただきました研究協力校の皆様並びに関係機

関の方々に心よりの感謝と御礼を申し上げます。

令和３年３月

福島県特別支援教育センター 所長 杉山 裕恵



  知的障がいのある児童生徒を教育する特別支援学校における各教科の指導の充実 

  ～新学習指導要領を踏まえた 

   児童生徒の自立と社会参加に向けた資質･能力の向上を目指す実践研究～（三年次） 

 

Ⅰ はじめに 

  本研究は、知的障がいのある児童生徒を教育する特別支援学校における各教科の指導の充実

に向けた実践研究である。平成 29 年及び平成 31 年に改訂された特別支援学校学習指導要領

（以下、新学習指導要領）に基づく各教科の指導の充実を図り、児童生徒の自立と社会参加に 

向けた資質・能力の向上に資することを目的としている。 

  令和２年度は、小学部が新学習指導要領の全面実施となり、令和３年度には中学部、令和４

年度には高等部入学生から順次全面実施となる。すでに移行期間において、各教科等の目標及

び内容の一部又は全部を取り扱うことができ、教育課程に反映させている学校もあるが、新学

習指導要領の趣旨を理解し、効果的に実施していくためにも各学校での実践的な研究が不可欠

である。 

  そこで、平成 30 年度より文部科学省「特別支援教育に関する実践研究充実事業」及び福島県

教育委員会「特別支援学校教科指導充実事業」の一環として取り組んできたのが本研究である。

県内の県立特別支援学校（知的障がい）と当センターが連携・協力し、授業研究や共通課題の

協議など、各教科の指導の充実に係る取組を推進することを通して、新学習指導要領の趣旨の

理解、指導方法や体制づくりの検討など、県全体で研究を深め、その成果を指導の改善に生か

すことを目指してきた。 

  本年度は最終年次として、これまでの成果と課題を踏まえてさらに研究を深めるとともに、

各教科の指導の充実に向けたポイントや各学校の指導事例をまとめた実践事例集の作成に取

り組んできた。また、３年間のまとめとして、研究協力校に対しアンケートを実施した。本論

では、本年度の取組を中心に考察し、本研究３年間の成果と今後の課題について明らかにする。 

 

Ⅱ 研究の趣旨 

  新学習指導要領では、小・中学校等に準じた改善が図られるとともに、インクルーシブ教

育システムの推進による、障がいのある児童生徒の学びの場の柔軟な選択を踏まえて、小・中

学校等の教育課程との連続性を重視した改善が図られた。その中で、「知的障害者である児童生

徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科」（以下、知的障がいのある児童生徒のための各教

科）においては、育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づき整理されるとともに、各学部や

各段階、幼稚園や小・中学校の各教科等とのつながりに留意した充実が図られている。 

  知的障がいのある児童生徒のための各教科が改善された背景として、平成 28 年 12 月の中央

教育審議会（答申）補足資料において、次のような課題が示されたことが挙げられる。 

 

■ 各教科等を合わせて指導を行う場合、各教科の目標・内容を関連づけた指導及び評価の在

り方が曖昧になりやすく、学習指導の改善に十分に生かしにくい。 

■ インクルーシブ教育システムの構築の進展を踏まえ、連続性のある「多様な学びの場」に

おける子供たちの十分な学びを確保していく観点から、小･中学校、高等学校と特別支援学校

（知的障害）の各教科の関連性の整理、教育課程の円滑な接続が求められている。 
 

引用：中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必

要な方策について（答申）補足資料 第 2 部(5)特別支援学校」（Ｈ28.12）から一部を抜粋 
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  本県の特別支援学校においても、日常生活の指導や生活単元学習、作業学習などの「各教科

等を合わせた指導」を取り扱っている学校が多くあり、各教科の目標及び内容を関連付けた指

導及び評価や、系統性のある指導、小・中学校の各教科とのつながりなど、同様の課題がしば

しば挙げられてきたところである。 

  そこで、新学習指導要領を踏まえた実践研究により、知的障がいのある児童生徒のための各

教科の指導の充実を図り、児童生徒の自立と社会参加に向けた資質・能力の向上に資すること

を目的に本研究を設定した。 

  本研究を通して、各教科の指導に係る各教員の指導力の向上や、児童生徒の学びの充実、学

びの連続性の実現、各学校のカリキュラム・マネジメントの充実など、特別支援学校の授業や

教育課程の改善・充実が期待されるとともに、本研究の成果は、連続性のある多様な学びの場

としての特別支援学校の学校づくりに寄与するものとなり、地域の特別支援教育の充実に資す

るものになると考え、研究を進めてきた。 

 

Ⅲ 研究の構想 

 １ 研究の目的 

 新学習指導要領を踏まえた実践研究により、知的障がいのある児童生徒への各教科の指導

の充実を図り、児童生徒の自立と社会参加に向けた資質・能力の向上に資する。 

 

 ２ 研究の内容 

  本研究を推進するに当たって、当センターが取り組むべき課題としたのが、以下に示す３

点である。これらの課題を取組の柱とし、研究協力校と協働した研究を通して、新学習指導

要領の理解と実践を県内全域に波及していくこととした。 

【知的障がいのある児童生徒のための各教科の指導の充実 当センターが取り組むべき課題】 

１ 新学習指導要領の趣旨についての理解啓発 

２ 教育課程の編成や指導方法の工夫・改善に向けた方策の検討 

 ○ 各教科の目標や内容を踏まえた指導目標、指導内容の設定の仕方 

○ 教科等横断的視点での授業の組み立て（年間指導計画等の作成） 

○ 主体的･対話的で深い学びの視点での授業改善の方法（単元･題材のまとまり） 

○ 学習評価の充実（各教科の目標に準拠した評価の観点による学習評価） 

３ 児童生徒の学びの連続性を確保するためのシステムの構築    

 ○ 児童生徒が何を学び、何が身に付いたのかを明確にすること 

 ○ その学習の状況を次の学年や学部等に引き継いでいくこと 

                        （「個別の指導計画」との関連等） 

 

３ 研究の方法 

(1) 研究協力校 

 本研究は、研究推進モデル校２校（※あぶくま支援学校、石川支援学校）と、地区協力校

５校（県北：大笹生支援学校、県南：西郷支援学校、会津：猪苗代支援学校、いわき：い

わき支援学校、相双：富岡支援学校）の計７校を研究協力校とし、研究協力校連絡協議会

をはじめ、各校の実態に応じながら新学習指導要領を踏まえた授業研究を進めてきた。 

  令和２年度からは、研究成果の波及を目指すとともに、各学校間の情報交換と協議の活

発化を目指し、実践協力校３校（たむら支援学校、会津支援学校、相馬支援学校）を新た

に追加して進めることとした。（図１） 

※研究協力校は、いずれも福島県立の特別支援学校である。以下福島県立は省略する。 
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(2) 年次計画 

 本研究では、知的障がいのある児童生徒のための各教科の指導の充実に向け、当センタ

ーが設定した３つの課題に沿って、年次ごとに具体的な内容を設定して進めてきた。図２

は、研究の年次計画として、一年次から三年次の主な取組をまとめたものである。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 一年次の取組 

 一年次では、新学習指導要領の理解啓発のために、県内の県立特別支援学校全教員を

対象とした教育課程協議会（県教育庁特別支援教育課主催）における新学習指導要領の

説明、当センターにおける新学習指導要領を踏まえた各研修会、当センターの Web サイ

ト及び実践研究通信の発行等において新学習指導要領に関する情報発信を行った。 

 また、各教科の指導に係る実態把握のため、当県特別支援学校を対象にアンケートを

実施した。アンケート結果を基に、一年次から二年次の具体的な取組を焦点化し、研究

協力校との授業研究や研究協力校連絡協議会に生かした。 

 さらに、児童生徒の学びの連続性を確保するためのシステムの構築に向けて、新学習

図１ 研究協力校との連携・協力 

図２ 教育研究（平成３０年度～令和２年度）年次計画 
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指導要領の各教科の内容に沿って学習状況を整理・把握するツールとして「『学びの履歴』

シート」を開発し、研究協力校に提案した。 

 

② 二年次の取組 

 二年次では、一年次に引き続き新学習指導要領の理解啓発を行うとともに、研究協力

校との取組を更に推進してきた。研究協力校連絡協議会では、新学習指導要領を踏まえ

た授業研究を推進するために、学習指導案様式の見直しや授業研究会の在り方等につい

て協議を行い、研究協力校各校で実状に応じた工夫を進めてきた。 

 研究推進モデル校であるあぶくま支援学校では、「『学びの履歴』シート」を活用した

授業づくりについて校内研究のテーマとして掲げ全校を挙げて研究に取り組んだ。同じ

く石川支援学校では、学習指導案様式の工夫を行い、資質・能力を明確にし、学ぶ内容

や身に付いたことを明確にする授業づくりの研究に取り組んだ。また、これらの検証等

を踏まえて「『学びの履歴』シート」の様式例の改善を行った。 

 

   ③ 三年次の取組 

 これまでの２年間の取組と成果及び課題を踏まえて、さらに課題を明確にするととも

に研究成果をまとめ、波及することを目的に計画を具体化したのが三年次の研究である。

県内の県立特別支援学校間の情報交換と協議の活発化を行うために新たに研究協力校を

３校追加するとともに、授業研究の推進、実践事例集の作成、アンケートの実施、「『学

びの履歴』シート〔2020 年版〕」の発信と活用を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育課程協議会（Ｈ30～Ｒ元） 新学習指導要領を踏まえた各研修会 

実践研究通信 

第 1～6 号 

（Ｈ30～Ｒ元） 

当センターWeb サイト 

新学習指導要領に関するコーナー 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 本年度の研究（三年次） 

１ 研究の目的 

新学習指導要領を踏まえた実践研究により、知的障がいのある児童生徒への各教科の指導

の充実を図り、取組の成果を波及させ、児童生徒の自立と社会参加に向けた資質・能力の向

上に資する。 

     

２ 研究の内容及び方法 

(1) 新学習指導要領の趣旨の理解啓発～授業実践と結び付けた理解の促進と情報発信～ 

 ○各教科の指導の充実に係る実践事例集の作成  

(2) 教育課程の編成や指導方法の工夫・改善に向けた方策の検討～新学習指導要領を踏まえ

た授業研究（研究協力校との取組）～ 

○各教科の指導と評価の充実に向けた授業研究  

○カリキュラム・マネジメントの充実を目指した実践研究  

(3) 児童生徒の学びの連続性を確保するためのシステムの構築～新学習指導要領を踏まえた

学習状況等の把握～ 

○「『学びの履歴』シート〔2020 年版〕」の発信と活用 

(4) ３年間の実践研究の成果と課題の考察 

   ○教育研究に係るアンケートの実施と分析  

 

３ 研究の経過 

実施時期 実施内容 概 要 

令和 2 年 4 月 ○特別支援教育センターWeb サイトに

「『学びの履歴』シート〔2020 年版〕」

を掲載 

・ 研究成果の発信を行うとと

もに、今後の研究・研修等で活

用できるように整備した。 

   5 月 ○研究協力校訪問（10 校） 

・特別支援教育センター指導主事の訪

問、研究概要の説明、訪問日程の調整 

・ 研究推進計画の周知を図る

とともに、各校での取組内容の

確認と日程調整を行った。 

6 月 12 日 

 

○研究協力校訪問（会津支援学校） 

［第１回］ 

 内 容：校内研究に関わる相談、研究

協力内容の確認と調整等 

・ 学校の課題について共通理

解を図るとともに、これまでの

研究の成果について共有した。 

7 月 7 日 ○研究協力校訪問（相馬支援学校） 

［第１回］ 

・ 学校の課題を明確にし、今年

度の研究内容の焦点化を図っ

研究協力校における授

 

学習指導案や授業研究会についての協議 各校による授業研究会の実施 
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た。 

 7 月 13 日 ○研究協力校訪問（西郷支援学校） 

［第１回］ 

・ 学校の課題に沿った協議を

行った。 

 7 月 15 日 ○研究協力校訪問（相馬支援学校） 

［第２回］ 

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

・ カリキュラム・マネジメント

に関する協議を行った。 

 8 月 3 日 ○研究協力校訪問（大笹生支援学校） 

［第１回］ 

・ 学校の課題に沿った協議を

行った。 

 9 月 7 日 ○研究協力校訪問（いわき支援学校） 

［第１回］ 

  

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会、

学校の課題に沿った協議を行

った。 

・ 「各教科等を合わせた指導」

の講話を実施した。 

 9 月 9 日 ○研究協力校訪問（たむら支援学校） 

［第１回］ 

  

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

 9 月 16 日 ○研究協力校訪問（あぶくま支援学校） 

［第１回］ 

・ 学校の課題に沿った協議を

行った。 

・ 「知的障がいのある児童生徒

のための各教科の指導の充実」

の講話を実施した。 

9 月 16 日 ○研究協力校訪問（富岡支援学校） 

［第１回］ 

 

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

9 月 23 日 ○研究協力校訪問（会津支援学校） 

［第２回］ 

  

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

・ 「学びの履歴」シートの具体

的な活用について協議した。 

10 月 1 日     

～ 

○アンケートの実施 

 対象：研究協力校 10 校 

・ 新学習指導要領の実施状況

に関するアンケートを実施し

た。 

10 月 8 日 ○研究協力校連絡協議会［第１回］ 

 参加者：福島県教育庁特別支援教育課 

     研究協力校担当者 

特別支援教育センター 

・ 実践協力校の取組について

の共有と、共通課題についての

協議を行った。 

・ 実践事例集の作成について

の協議を行った。 

10 月 15 日 ○研究協力校訪問（猪苗代支援学校） 

［第１回］ 

 

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

10 月 16 日 ○研究協力校訪問（相馬支援学校） 

［第２回］ 

 

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

・ カリキュラム・マネジメント

に関わる協議を行った。 

11 月 4 日     

～ 

○アンケートの結果の集計及び分析 ・ アンケートの集計結果を分

析し、成果と今後の課題につい

て考察した。 
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11 月 10 日 ○研究協力校訪問（会津支援学校） 

［第３回］ 

 

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

・ 「知的障がいのある児童生徒

のための各教科の指導の充実」

の講話を実施した。 

11 月 10 日 ○研究協力校訪問（石川支援学校） 

［第１回］ 

  

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

11 月 13 日 ○研究協力校訪問（たむら支援学校） 

［第２回］ 

 

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

11 月 19 日 ○研究協力校訪問（たむら支援学校） 

［第３回］ 

・ 新学習指導要領の趣旨を踏

まえた研究授業と事後研究会

を実施した。 

12 月  4 日 ○令和２年度第 35 回福島県特別支援教

育センター研究発表会 

・ 今年度及び３年間の教育研

究の成果と課題について発表

するとともに、実践協力校３校

の取組等をポスター発表で発

表した。 

令和 3 年 1 月 ○実践事例集の作成と編集 ・ 各教科の指導に係るポイン

トをまとめるとともに、研究協

力校の指導実践事例について

様式を設定し、編集した。 

2 月 25 日 ○刊行物「知的障がいのある児童生徒の

ための各教科の指導の充実～授業づく

りのポイント＆実践事例集～」の発行 

（Ａ4 版 44 ページ 2000 部） 

・ 教育研究の成果を踏まえた

刊行物を発行し、県内特別支援

学校に配付するとともに、特別

支援教育センターWeb サイトに

掲載し、研究成果を広く発信し

た。 

 

Ⅴ 取組の実際（三年次） 

 １ 「『学びの履歴』シート〔2020 年版〕」の発信と活用 

   研究内容に示した「児童生徒の学びの連続性を確保するためのシステムの構築」に当たっ

て、当センターが重視したのが、新学習指導要領に基づく各教科の目標及び内容に即した児

童生徒の学習状況の把握である。資質・能力の観点で整理された各教科の目標及び内容に即

して、児童生徒の学習状況を把握することで、児童生徒の学ぶべき内容や学んだことが明確

になるとともに、学びの連続性を考慮した効果的な引継ぎにつながるのではないかと考え、

そのためのツールを検討・開発してきた。そこで１つのツールとして当センターで提案した

のが、「『学びの履歴』シート」である。 

 本シートは、様式例であり、各学校の教育課程に即した整理を行ったり、枠組みや記録の

方法を工夫したりするなど、使用する学校等の実状に応じて様式を改変して使用することを

想定している。また、本シートは、授業を行う教師が、児童生徒一人一人の学習状況を踏ま

えて授業づくりをしたり、学んだことや身に付いたことなどを学校内で引継いだりする際の

補助的な資料として活用されることを想定して開発してきた。 

 本研究の二年次（令和元年度）には、研究協力校において、本シートを活用した取組と検

証を行った。活用の効果として、①各教科の段階の内容に基づいて学習状況を整理すること

ができること、②個別の指導計画の補助資料などの引継ぎの資料になること、③未学習の内
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容を把握し、教育課程や指導計画の見直しができること、④指導目標が明確になり、教師間

で共有しやすくなること、などが挙げられている。一方、実際の授業を想定したより詳細な

学習状況の把握が必要であることや、習得の判断が難しいことなども課題として挙げられた。  

 こうした検証を踏まえ、様式の改善や活用方法等の整理を行い、令和２年３月に当センタ

ーWeb サイトに掲載したものが「『学びの履歴』シート〔2020 年版〕」である。（資料１） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年度は、「『学びの履歴』シート〔2020 年版〕」を当センターWeb サイトに掲載すると

ともに、当センターが関わる各研修会等で紹介し、各校での活用を促してきた。当センター

Web サイト上には、本シートの使い方や記入例が分かるページや、教科ごとに様式をダウン

ロードできるページを設けた。（資料２、３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 「学びの履歴」シート〔2020 年版〕 

教科一覧版（小学部） 各教科詳細版（小学部国語２段階） 

資料３ 使い方と記入例 

資料２ 様式がダウンロードできるページ 

（当センターWeb サイト内） 
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 当センターの「『学びの履歴』シート〔2020 年版〕」は、研究協力校や県内の他の特別支

援学校の校内研修等で取り上げられ、授業研究等での活用が見られている。また、本シート

を参考に自校用のシートを作成したり、指導内容表を活用し、児童生徒一人一人の学習状況

を記入したりするなど、教科の目標や内容に即した学習状況を把握し、授業や教育課程へ生

かそうとする取組が見られるようになった。 

 

 ２  各教科の指導と評価の充実に向けた授業研究  

 研究内容に示した「教育課程の編成や指導方法の工夫・改善に向けた方策の検討」に当た

っては、研究協力校と連携し、新学習指導要領を踏まえた授業研究や情報共有、実践上の課

題についての協議の場を設定し、研究を推進してきた。本年度は、これまでの研究成果と課

題を踏まえ、各教科の指導の充実を推進するとともに、授業における学習評価についても一

体的に捉え、具体的な実践を積み重ねることとした。 

 研究協力校においては、それぞれの学校で取り組まれている校内研究（校内研修）を基盤

としながら各教科の指導と評価の実践を行った。当センターの担当指導主事が各校を訪問し、

授業実践や実践上の課題について協議等を行った。研究協力校の令和２年度の校内研究（校

内研修）のテーマは下記のとおりである。（資料４） 

 

 

 学校名 校内研究（校内研修）テーマ 

研
究
推
進
モ
デ
ル
校 

あぶくま支援学校 「あぶスポタイム」の実践と目標達成に向けた授業づくり 

石川支援学校  知的障がいのある児童生徒における各教科や各教科等を合わ

せた指導の充実を目指して～新学習指導要領を踏まえ、自立と

社会参加に向けて児童生徒が何を学び何が身に付いたのかが明

確になる授業づくり～（２年次） 

地
区
協
力
校 

大笹生支援学校  深い学びの実現を目指す授業づくり～「深い学び」の実現によ

る資質・能力の育成に向けて～ 

西郷支援学校  深い学びを目指した授業づくり～主体的・対話的で深い学び

の視点での授業改善とつながりのある年間指導計画の作成～ 

猪苗代支援学校  一人一人が自ら学び、集団の中で学び合う姿を目指して（２年

次）～学びの連続性や自立活動の視点を踏まえた授業づくり～ 

いわき支援学校  三つの資質・能力を育む各教科の授業づくり（２年次） 

重点事項：主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

富岡支援学校  主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業づくり（３年

次）～深い学びを引き出すために～ 

実
践
協
力
校 

たむら支援学校  児童生徒の学びを深める『わかる』『できる』『いきる』授業づ

くり～各教科の「見方・考え方」と自立活動の視点を踏まえた各

教科の指導の充実～ 

会津支援学校  児童・生徒の自ら学ぼうとする意欲を高め、力を引き出す授業

づくりに向けて～教師間で共に課題に向き合い、協働して改善

を図る取り組みを通して～ 

相馬支援学校  資質・能力を育むための単元研究会からのカリキュラム・マネ

ジメントの充実（１年次） 

資料４ 研究協力校の令和２年度校内研究（校内研修）テーマ 
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  (1) 研究協力校連絡協議会における協議 

 各校の校内研究（校内研修）での授業実践や実践上の課題について、研究協力校連絡協

議会で情報共有や課題に対する解決策の協議を行うこととした。当初５月と 10 月の２回

の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から５月の開催を中

止し、当センター所員による訪問に変更した。 

 10 月の研究協力校連絡協議会は、当センターを会

場に研究協力校 10 校が集まり、本研究に係る発表や

協議を行った。今年度より研究協力校となった実践

協力校３校（たむら支援学校、会津支援学校、相馬支

援学校）が、各校の校内研究（校内研修）の取組につ

いて発表した。また、研究協力校を３つのグループに

分け、各校の情報交換や共通課題についての協議を

行った。 

 協議の内容は、以下のとおりである。 

研究協力校連絡協議会（令和２年 10 月８日 福島県特別支援教育センター） 

協議「各教科の指導と評価の充実を目指した授業研究」 

 各教員が日々の授業づくりに当たって、学習指導要領各教科の段階の内容を基にした

「具体的な指導内容」を明確にして指導するとともに、適切な評価を行うためにはどうす

ればよいか。※各教科等を合わせた指導を含む。 

（各グループから） 

・ 評価という視点で、確かな子どもの学びの見取りができることが重要である。その

ためには、資質・能力の三つの柱でシンプルに目標設定することが重要ではないか。 

・ やり方や考え方を学ぶ「研修」と実践する「現場」の双方が重要である。「現場」

では、効率性も考えるべきである。考えるべきところを精選し、取り組む教師が迷わ

ずに取り組めるようなものにする必要がある。 

・ 担任や教科担当に全て任せるのではなく、教育課程や年間指導計画など、ある程度

ベースになるものが必要である。 

・ 文部科学省著作教科書（星本）が参考になる。教科によっては星本がないので各学

校で具体的な指導内容を考える必要がある。 

・ 主体的に学習に取り組む態度の評価をどのようにすればよいか難しいと感じる。 

・ 学習評価参考資料に示す評価規準の考え方について理解を深める必要がある。 

・ 知的障がいが重いとされる児童生徒の具体的な指導内容の設定や教材、学びの考え

方を検討する必要がある。 

・ 各教科等を合わせた指導について、学ばせたいことを明確にし、合わせた方が効果

的に指導できるものを合わせた指導で指導すると考えるとよいのではないか。 

 各グループからは、各校の現状や取組を踏まえた意見が出され、目標設定や評価の具

体的な手続きについての研修が必要であるとともに、個人の研修のみに頼るものではな

く、教育課程や年間指導計画と連動したシステムとしての明確化が必要であることが挙

げられた。 

 

  (2) 実践協力校の取組 

 「各教科の指導と評価の充実を目指した授業研究」について、実践協力校における取組 

と授業実践について、次に示す。 

実践上の課題についての協議の様子 
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＜実践協力校の取組Ⅰ＞会津支援学校 

１．校内研究の取組（概要） 

＜研究テーマ＞ 

 

 

＜主な取組＞ 

 ○ 「授業シート」（資料５）を活用して授業づくりのポイントや課題を明確化する。 

 ○ 学部ごとに教科別小グループを編成し、全体研究日にグループごとに協議を行う。 

 ○ 作成した「授業シート」をデータベース化する。 

＜成果と課題＞ 

 ○ 研究を進める上での共通のツールとして授業シート

を活用したことで、児童生徒の学習段階の捉えや目標

の妥当性、学習内容へのアプローチの仕方、必要な配

慮や支援ついて整理しながら話し合いを進めることが

できた。 

 ○ 教員各自で学習指導要領を確認しながら、自身の実

践から授業づくりのルーティーンについて学ぶことが

できた。 

 ● 研究終了後も、学習指導要領から下した目標に基づ

き授業づくりを行うという教員の意識啓発と継続し

た取組が必要である。 

 ● 各教科等を合わせた指導における目標設定の仕方、評価の在り方、教科のバランス

等について、年間指導計画と関連させながら、学校として検討していく必要性がある。 

 

２．小学部・国語科（教科別の指導）の授業実践 

＜実践のポイント＞ 

 

 

＜対象の学級と教科＞ 

 小学部３学年（３名）国語科「おはなし遊びをしよう～『おいもをどうぞ』～」 

＜主な内容＞ 

 ① 国語科の内容に示す指導事項を基にした目標設定（資料６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童・生徒の自ら学ぼうとする意欲を高め、力を引き出す授業づくりに向けて 

～教師間で共に課題に向き合い、協働して改善を図る取り組みを通して～ 

資料５ 会津支援学校「授業シート」 

「読むこと」に関する指導のねらいを明確にし、学習活動や手立ての工夫を行った授

業実践 

・ 新学習指導要領

に記載された指導

事項を基にし、具

体的な指導内容を

絞った。 

・ 資質・能力の三

つの柱に沿って目

標を設定した。 

資料６ 単元の目標（小学部国語科） 
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 ② 学習活動の工夫 

  「読むこと」にねらいを焦点化したことで、学習活動や使用教材、手立て等の工夫の

方向性を明確にすることができた。 

 ・ 絵本の読み聞かせに親しみ、全体の内容を捉え

る学習。 

 ・ 場面を区切り、「だれが」「だれに」「何をし

た」などについて、挿絵を見ながらみんなで考え

合い、伝え合う学習。（資料７） 

 ・ 想像したことを基にパネルシアターや劇遊びな

どで表現する学習。 

 

 ③ 学習評価（思考・判断・表現の部分のみを抜粋） 

  

  

   

 

 （児童の様子） 

・ 挿絵と結び付けながら「だれが」「だれに」「何をしたか」「どのくらいのなが

さのさつまいもをあげたか」など、自分で考え、考えたことをもとに、パネルシア

ターの動物の絵を動かし、場面の様子を表現していた。 

・ 絵本の動物の表情から、さつまいもをもらった動物の気持ちを考え、動物の絵の

動かし方や台詞の言い方を工夫して、うれしい気持ちを表そうとしていた。 

 

 ④ 授業者の振り返り 

  ・ 「読むこと」に重点を絞り、ねらいを明確にして授業を行うことができた。 

    ・  学習指導要領の内容を踏まえた目標設定はスムーズにできた。難しかったのは、

具体的な指導内容を設定し、教材や発問を考えたりするところ。他にどのようなこ

とが考えられるか知りたい。 

 

 （考察） 

 会津支援学校では、「授業シート」を活用し、授業づくりのポイントを明確にしなが

ら、新学習指導要領に基づいた授業づくりが行われ、実践上の課題についてグループで

協議しながら改善策を検討するなど、日々の授業の悩みや課題を共有する場の設定を工

夫していた。作成した「授業シート」は、全教員分のものをデータベース化し、校内で共

有する仕組みを工夫していた。 

 小学部・国語科の授業実践では、新学習指導要領の内容を踏まえて、ねらいの焦点化

を図った実践が行われた。新学習指導要領小学部国語科に示された内容を基に、児童生

徒の実態を踏まえ、単元で重点的に指導する内容を絞り、単元の目標設定をしていた。 

 本授業実践から、授業のねらいを絞ることが、具体的な学習活動や手立て、教材、評

価につながったと考える。授業のねらいを絞っていく際には、学習指導要領の内容を押

さえることや、児童生徒の実態に応じた具体的な指導内容とすることが必要であり、こ

うした手続きを通して、資質・能力を明確にした目標設定が重要になるのではないかと

考える。 

【評価規準（思考・判断・表現）】 

 ・ 「読むこと」において、挿絵を結び付けて登場人物の行動や場面の様子などを 想

像し、言葉や動作で表現している。 

 ・ 登場人物になったつもりで、台詞を言ったり、動作化したりしている。 

 

資料７ 挿絵を使った板書 
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＜実践協力校の取組Ⅱ＞たむら支援学校 

１．校内研究の取組（概要） 

＜研究テーマ＞ 

 

 

＜主な取組＞ 

○「クラスシート※」を作成して授業づくりを行う。（資料８） 

  ※授業研究会で使用する学校独自のワークシート 

 (1) クラスシート・プラン（単元計画、本時の計画） 

   ・ ３観点で単元の目標を設定する。 

   ・ 取り扱う教科名、段階、内容等を記入する。 

   ・ 各教科の「見方・考え方」とそれを働かせるための教師の仕掛けを記入する。 

   ・ 自立活動の視点を踏まえた「配慮・手立て」を記入する。 

 (2) クラスシート・チェック（評価・改善、事後検討会で使用） 

   ・ ３観点で設定した個人目標と授業を照らし合わせて児童生徒の学んでいる姿を   

記入する。 

   ・ 記入は、研究授業の参観中、又は事後検討会前に VTR で確認し、記入する。 

 (3) クラスシート・まとめ（記録、事例集） 

   ・ 事後検討会の記録や授業の写真等を掲載し、事例集として保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜成果と課題＞ 

○ クラスシート・プランの活用が、３観点での目標設定、各教科の「見方・考え方」

と教師のしかけ等への意識につながった。 

○ 事後検討会で、児童生徒の学ぶ姿で評価することで、目標の妥当性の確認とその後

の授業改善につながった。 

● 学びの履歴から３観点で設定する目標の連動性の確認と、クラスシート・プラン作

成を通して、各教科等を合わせた指導での取り扱う教科やその内容の整理が必要であ

る。 

● 各教科の「見方・考え方」を、いかに目の前の児童生徒用に具体的にしていくか。 

● 児童生徒の学ぶ姿で評価・授業の改善をしていく事後検討会を浸透させていくこと。 

● 「クラスシート」と年間計画や個別の指導計画との連携を検討する必要がある。 

 児童生徒の学びを深める『わかる』『できる』『いきる』授業づくり 

～各教科の「見方・考え方」と自立活動の視点を踏まえた各教科の指導の充実～ 
 

資料８ たむら支援学校「クラスシート・プラン」 

・ PDCA サイクルによ

る授業研究 

・ 授業づくりから評 

価・改善までの要点

を整理したワークシ

ート 

・ 本年度から、「各教

科の『見方・考え方』

を 働 か せ る た め の

「しかけ」の欄を設

けた。 

13



２．小学部・各教科等を合わせた指導(生活単元学習）の授業実践 

＜実践のポイント＞ 

 

 

＜対象の学級と教科＞ 

 小学部２学年（６名）生活単元学習「あきまつりをしよう」 

＜主な内容＞ 

 ① 取り扱う教科を明確にした単元計画（資料９） 

○ 各教科の「見方・考え方」を働かせる学習活動を考慮しながら、生活上の目標や

課題の解決に向けた一連の活動を設定した。 

○ 学習活動ごとに取り 扱う教科を明確にした。 

  

 ②「招待状をつくろう（国語科）」の

授業 

○ 言葉による「見方・考え方」を働

かせるための「しかけ」 

    ・ 「あきまつり」で一緒に遊ぶ友

達や先生に招待状を作成して渡

す。 

・ 教師の言葉を聞いて、選択肢

からカードを選ぶ。 

  ○ 自立活動の視点を踏まえた配慮・手立て 

   ・ 言葉を想像しやすい写真やイラスト（身近な人・事前に体験した遊び） 

   ・ 活動に見通しが持てる状況づくり（友達の様子・選択肢） 

 

 ③ 学習評価（事後研究会での協議）（資料 10） 

  ○ ３観点で達成状況を評価する。（参観者の視点・児童の学びの姿から） 

   ・ 設定した個別の目標に対する児童の学びの姿を評価する。 

   ・ 児童の行動の意味を推測する。 

   ・ 指導内容や指導方法についての改善策を考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各教科等を合わせた指導において、各教科の資質・能力を明確にして指導と評価を

行った授業実践 

資料 10 事後検討会での協議の記録（個別の目標に対する評価） 

資料９ 「クラスシート・プラン」に示された単元計画 

14



＜研修主任から＞ 

 ○ 各教科等を合わせた指導では、活動すること自体が目的になりやすい。その活動を

通して「何を学ぶのか」の視点を持つことが大切である。 

 ○ 各教科等を合わせた指導では、様々な教科等を取り扱うため、指導目標がかなり多

くなる。単元で扱う内容の整理が必要である。 

 

 （考察） 

 たむら支援学校では、「クラスシート」を活用し、授業づくりのポイントを明確にし

ながら、新学習指導要領に基づいた授業研究が行われていた。また、観点ごとに目標を

設定し、個別の目標に対する評価をグループで協議しながら、児童の学びの評価や授業

の改善策などを複数の視点から出し合っていた。会津支援学校の実践と同じく、実践事

例を分かりやすくまとめ、校内で共有できるように蓄積していたことも注目すべき点で

あると考える。 

 小学部・生活単元学習の授業実践では、生活単元学習の特徴である「生活上の目標や

課題の解決に向けた一連の活動」になるように工夫しながら、「各教科の特質に応じた

「見方・考え方」を働かせるための「しかけ」を考慮した工夫がされていた。また、児童

一人一人の学びに着目し、個別目標や「自立活動の視点を踏まえた配慮・手立て」が検

討されていた。 

 本授業実践から、生活単元学習等の各教科等を合わせた指導においても、各教科の特

質に応じた「見方・考え方」を考慮した学習活動の工夫し、育成を目指す資質・能力を明

確にして授業の評価・改善につなげることができると考える。一方、各教科の資質・能

力を明確にすることで、指導のねらいが多岐に渡ることも考えられる。指導したことを

評価し、授業の改善につなげるためにも取り扱う教科や指導内容の焦点化が必要である

と考える。 

 

 ３ カリキュラム・マネジメントの充実を目指した実践研究  

 研究内容に示した「教育課程の編成や指導方法の工夫・改善に向けた方策の検討」に当た

っては、授業研究とともに、カリキュラム・マネジメントに関する方策の検討も併せて

進めてきた。これまでの授業研究の実践や協議からも、授業づくりのベースとなる

教育課程や年間指導計画等の各種計画とその実施、評価、改善に関わるカリキュラ

ム・マネジメントの重要性が指摘されている。  

 一方で、カリキュラム・マネジメントの進め方や授業とのつながりなど、各校で

課題を感じている学校も多い。そこで、本研究においては、各校の課題等を共有し、

課題の解決策やカリキュラム・マネジメントを進める上でのポイントを明らかにす

る取組を進めてきた。  

(1) 研究協力校連絡協議会における協議 

    以下は、「カリキュラム・マネジメントを踏まえた年間指導計画の工夫」をテー

マとした協議の内容である。 

研究協力校連絡協議会（令和２年 10 月８日 福島県特別支援教育センター） 

協議「カリキュラム・マネジメントを踏まえた年間指導計画の工夫」 

 小学部６年間、中学部３年間、高等部３年間を見通し、漏れがなく、つながりがある年

間指導計画にするためにはどうすればよいか。 
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※実現に当たっての問題点や考えられる課題などを含めて協議する。 

（各グループから） 

・ 新学習指導要領の各教科の内容を配列した年間指導計画を作成している。 

・ 各教科の内容を履修できるようにする必要があるが、一から作るのではなく、これ

まで実施したカリキュラムを見直しながら整理している段階である。 

・ 何を、どれだけ、どこで指導するのか、みんな忙しい中で検討することが難しい。 

・ 年間指導計画を作成するためのベースとなるモデルを作成している。12 年間の年間

指導計画のモデルを示し、学級に応じて変更や調整ができるようにしたいと考えてい

る。 

・ 年間指導計画は各担任が作成しているが、個々に作成していくのではつながりのあ

る計画は難しい。基準となるものがあったり、複数の教員が関わって作成したりする

必要がある。 

・ 卒業までの見通しや教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成を踏まえて効果

的な指導計画を工夫する必要がある。 

・ 年間指導計画は、1 年間の計画であるが、1 年間の中に内容の全てを詰め込むのは効

果的ではないと思う。小学部であれば６年間を見通した配置や配列を考える「全体的

な指導計画」が必要ではないか。 

・ 重複障がい学級の児童生徒から、特別支援学級から入学してくる児童生徒まで実態

の幅が広い。類型ごとに取り扱う内容や配列が異なる場合も考えられる。 

・ 知的障がいの程度が重度の場合に、高等部卒業まで小学部１段階程度の目標や内容

である場合も考えられる。学習の広がりや卒業までの見通しをどのように考えればよ

いか。 

 各グループからは、各校の現状や取組を踏まえた意見が出され、いずれの学校において

も各教科の内容を履修するための具体的な方策について課題を感じている。年間指導計画

のモデルを作成し、卒業までを見通した指導内容の配列を具体的に検討する取組も見られ

る。知的障がいの程度などの実態の違いや、教科の枠組みを越えた教科等横断的な資質・

能力の育成なども考慮した教育課程の編成や指導計画の作成が必要である。 

 

    (2) 実践協力校の取組 

  「カリキュラム・マネジメントの充実を目指した実践研究」について、実践協力

校における取組と実践について、以下に示す。 

＜実践協力校の取組Ⅲ＞相馬支援学校  

１．これまでの取組と校内研究の計画  

 ①  これまでの取組  

   相馬支援学校は、令和２年度より南相馬市鹿島区の新校舎に移転している。校舎の

移転を見据え、平成 31 年度に教育課程の抜本的見直しを図っており、新学習指導要領

を踏まえて、その方向性や方策を議論し、具体化してきた。 

   その１つとして、「生きる力」の実現のために「確かな学力」「豊かな心」「健や

かな体」「自立活動の指導」について学校で育成を目指す資質・能力を整理し、その具

現化のための学校教育目標を設定した。学校で育成を目指す資質・能力や、それに基

づく学校教育目標、目指す子ども像、学部の目標等を一枚のポスターにまとめ、校舎

内に掲示し、各教員や保護者と共有する工夫がされている。 
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  教育課程編成に当たっては、SWOT 分析による課題の共有、今後の方針の明確化、学

部や各部のグランドデザインや校務分掌関係図の可視化、編成スケジュールの設定な

ど、組織的、計画的な取組が進められてきた。 

  これまでの取組を踏まえ、学校教育目標の実現に向けて、カリキュラム・マネジメ

ントの充実を図るため、教育課程と授業実践を効果的に連動させる校内研究・校内研

修の取組を進めている。 

 

 ②  校内研究・校内研修の年次計画（概要）  

○ 令和２年度（一年次） 

 ・ 単元案の実施（単元の資質・能力の明確化、単元構想の工夫、観点別学習状況

の評価） 

 ・ 教科間のつながり確認シート（同時期の単元案同士のつながりの工夫） 

○  令和３年度（二年次） 

 ・ 単元案の改善（教科等横断的な視点の記入形式） 

 ・ 年間指導計画等の見直し 

 ・ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

○ 令和４年度（三年次） 

 ・ 単元案の週案による定着化 

 ・ 年間指導計画等の見直し 

 ・ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

 

２．校内研究・校内研修の取組（概要） 

＜研究テーマ＞ 

 

 

＜主な取組＞ 

 ○ グループ単元研究会（校内研修日） 

  ・ 「教員一人一人が自分の授業を考え、日々実践する。」ことをコンセプトに、研修 

日を活用しながら単元案（資料 11）を作成した。 

  ・ 各学部のグループにおいて、それぞれが作成した単元案を掲示してアイディアを

出し合い、学びを深めた。 

  ・ 単元案の作成を通して考えられるポイント 

 ①各教科の資質・能力（目標）が明確か。 

 ②個人の目標は明確か。 

 ③いつ、どこで、何を学ぶのか。（評価規準） 

 ④子供が学びやすい単元になっているか。 

  ・「習得、活用、探究」の展開 

  ・「主体的・対話的で深い学び」の場 

   ⑤活用の幅を広げる他の単元とのつながりがあるか。 

 

 ○ １つの授業を話し合う単元研究会（フォローアップ研修、経験者研修） 

・ 「教員同士が学び合い、本時の授業力・単元構想力を高める」ことをコンセプトに

以下の流れで実施した。 

 資質・能力を育むための単元研究会からのカリキュラム・マネジメントの充実 

（一年次） 
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・ 自由な雰囲気で意見が出しやすい状況づくりとして、ファシリテーターを中心に

立ったまま話し合いを進めるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜成果と課題＞  

○  単元・題材で育成する資質・能力を明確にし、単元のまとまりを意識した

授業構想を行うことができた。  

○  単元案の中に「他教科等とのつながり」を記入したことで、年間配列の見

直しを行う有用性を実感できた。  

●  単元案の更なる定着を図るためには日々の業務の多忙化解消が必須であ

る。  

●  教科等横断的な資質・能力の育成に向け、各教科の関連を意識した年間指

導計画を作成する。  

＜研修主任から＞  

・  日々の授業実践において、育成を目指す資質・能力を明確にしながら、単

元構成を行い、評価していくことが重要。単元案の検証が次年度の教育課程・

年間指導計画にもつながる。  

・  教師間の学び合いやミドルリーダーの育成、各部の連携など、人材の育成

や組織風土づくりに力を入れている。一人一人の教員が学校の教育課題につ

いて、自分事にして、教育課程、年間指導計画の改善に取り組もうとする意

識が高まっている。  

資料 11 相馬支援学校 単元案・様式（一部を抜粋） 

①授業者自評（２分） 

②授業での学びの姿を見取る（VTR８分）・・・学びの事実を捉える力 

③学習評価及び授業改善（12 分）・・・指導と評価 

④単元構想、他教科との関連（10 分）・・・単元の構成力 

⑤指導助言（10 分） 
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  （考察） 

 相馬支援学校では、カリキュラム・マネジメントの充実を目的とし、教育課程と授業実

践との効果的な連動を図る校内研究・校内研修が進められていた。１時間単位の授業では

なく、単元のまとまりを研究し、資質・能力の育成や主体的・対話的で深い学び、学習評

価等、新学習指導要領を踏まえた授業研究が進められていた。 

 単元案の作成では、学校教育目標や学部目標との関連、資質・能力の明確化、単元の構

想、学習評価など、要点を押さえつつ、日々の授業実践の活用を見越した様式の工夫がな

されていた。また、学習評価や他教科とのつながりを考える機会を設け、その単元だけで

はない、教育課程や年間指導計画につながる仕組みを工夫していた。教員一人一人が単元

づくりとその検証について理解と実践を積み重ねることが、教育課程や年間指導計画の改

善の基盤になるのではないかと考える。 

 単元研究会の進め方についても、短時間で視点を絞った協議やファシリテーターや意見

を出しやすい場づくりなど、効果的に進めるための工夫をしていた。授業づくりに主体的

協働的に取り組む様子が見られるとともに、経験年数に関わらず意見を交換し合う様子が

見られるなど、授業研究に係る協議が活性化していた。教員同士が学び合う場づくりを通

して、人材の育成や組織風土づくりを進めることも、各教科の指導やカリキュラム・マネ

ジメントの充実を推進するための重要な要素であると考える。 

 

  ４  各教科の指導の充実に係る実践事例集の作成  

   (1) 実践事例集の目的  

  研究内容に示した「新学習指導要領の趣旨の理

解啓発」に当たっては、本研究の成果や研究協力校の

実践をまとめた実践事例集を作成した。新学習指導要

領に係る実践研究の一環として進めてきた本研究３年

間の取組と成果について分かりやすい刊行物としてま

とめ発信することで、より多くの教員に波及させるこ

とを目的とした。 

  本研究の研究協力校 10 校と当センターが連携・協

力し、各教科の指導の充実に向けたポイントをまとめ

るとともに、できるだけ幅広い教科の種類、子どもの

姿が見える実践事例集として編集した。（資料 12） 

 

 

 

 (2) 「第１章  授業づくりのポイント」  

   新学習指導要領の趣旨を踏まえながら、研究協力校の実践や研究協力校連絡

協議会で協議してきた点について、見開き２ページごとに要点をまとめた。

「知的障がいのある児童生徒のための各教科」、「各教科の指導の充実に向け

たポイント」、「各教科等を合わせて指導を行う場合の留意点」、カリキュラ

ム・マネジメントを踏まえた指導計画の工夫」、「知的障がいのある児童生徒

のための各教科の指導  Ｑ＆Ａ」の構成とした。（資料 13）  

 

 

資料 12 実践事例集・表紙 
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 (3) 「第２章  実践事例集～各教科の指導と評価 10 事例～」  

     各教科の指導と評価の要点が分かるように、研究協力校の授業実践について

共通の様式で整理した。様式は下記の点に留意してまとめた。（資料 14）  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 13 実践事例集・「第１章 授業づくりのポイント」（一部を抜粋） 

○  本事例で主に取り扱う学習指導要領各教科の内容及び指導事項が分かる。  

○  本単元（題材）で育成を目指す資質・能力が分かる。  

○  単元（題材）の主な構成や展開、主体的・対話的で深い学びの実現のため

の工夫点が分かる。  

○  個別の指導と評価が分かる。（児童生徒１名を抽出）  

 

資料 14 実践事例集・「第２章 実践事例集～各教科の指導と評価 10 事例～」（一部を抜粋） 
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  ５  教育研究に係るアンケートの実施と分析  

 (1) アンケートの概要  

   本研究３年間のまとめとして、研究協力校 10 校に本研究に係るアンケート

を実施した。各校の新学習指導要領の実施状況等について３つの大項目全 15

項目の回答を集計した。  

【期間】令和２年 10 月～ 11 月  

【対象】研究協力校 10 校（各校代表者１名が記入）  

【内容】自校の新学習指導要領の実施状況等について  

【方法】４段階評価及び記述式  

 

 (2) アンケート結果と考察  

１ 新学習指導要領の趣旨についての理解啓発 

評価 ４：十分達成している ３：概ね達成している ２：一部達成している １：努力が必要である 

（下の数字は回答した学校数） 

質問項目 ４ ３ ２ １ 

① 学習指導要領における知的障がいのある児童生徒の

ための各教科について段階や内容が整理・充実したこ

とを全教員が把握している。 

５ ５ ０ ０ 

② 校内研修等で学習指導要領を活用している。 ９ １ ０ ０ 

③ 各学校において、育成を目指す資質・能力が明確に

なっている。 
４ １ ５ ０ 

④ 学習指導要領に示される各教科の内容を基に、指導

目標、指導内容が設定されている。 
０ ９ １ ０ 

⑤ 体制やスケジュールを整え、カリキュラム・マネジ

メントに取り組んでいる。 
１ ４ ５ ０ 

（記述回答）※一部を抜粋 

・ 研修だけでなく評価や活動設定の場面等でも学習指導要領を活用している。 

・ 教育課程をはじめ各種計画の見直しを行ってきた。各種計画との関連性を検証す

ることもまだまだ不十分である。今後も継続してカリキュラム・マネジメントに取

り組んでいきたい。 

   （考察） 

     学習指導要領の具体的な改訂内容の把握及び授業づくりの際の学習指導要領の活用に

対しては、高い評価を示している。多くの学校で、新学習指導要領の趣旨を理解し、活

用していることが推察される。また、各教科の内容を基に指導目標や指導内容が設定さ

れ、授業や教育課程に生かされている状況であると考えられる。 

     各学校において育成を目指す資質・能力を明確にする取組が進められており、校内ア

ンケートや協議などを踏まえて設定されている。一方で、学校や学部の目標との関連付

けに課題を示す学校もあることから、今後も学校として育成を目指す資質・能力を明確

にする取組と、それに基づいた教育課程や教育計画の作成についての具体的な手続きを

明確にしていく必要があると考える。 

カリキュラム・マネジメントについてはどの学校も取り組んでいるが、半数の学校が

体制づくりやスケジュールの課題を挙げている。カリキュラム・マネジメントの委員会
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を設置したり、全教員が参画できる体制づくりをしたりするなどの工夫をしている学校

もあることから、他校の取組等を参考にしながら各学校に合った取組を進めていく必要

があると考える。 

 

２ 教育課程の編成や指導方法の工夫・改善に向けた方策の検討 

評価 ４：十分達成している ３：概ね達成している ２：一部達成している １：努力が必要である 

（下の数字は回答した学校数） 

質問項目 ４ ３ ２ １ 

① 単元（題材）について、育成を目指す資質・能力が

明確になっている。 
３ ５ ２ ０ 

② 単元（題材）について、主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善が積極的に行われている。 
０ ６ ４ ０ 

③ 単元（題材）について、評価の場面や方法など、評

価の計画が明確になっている。 
０ ４ ６ ０ 

④ 各教科等を合わせて指導を行う場合にも、取り扱う 

教科の内容を明確にして指導や評価が行われている。 
２ ５ ３ ０ 

⑤ 各教科と自立活動の指導内容を明確にし、関連付け

た指導が行われている。 
０ ６ ４ ０ 

（記述回答）※一部を抜粋 

・ 学習指導要領を活用し、各教科等の資質・能力の根拠に基づいた指導内容を設定

することができた。 

・ 各教科等を合わせた指導において、どの教科が合わせてあるのかを明示すること

等を通して、育成する資質・能力を明確にした授業づくりにつながった。 

・ 各教科等を合わせた指導について、何をどのくらい合わせるのかなど、教科を合

わせることについての理解について、人によってとらえ方の違いがある。 

   （考察） 

単元（題材）において、「育成を目指す資質・能力」を明確にし、「主体的・対話的で 

深い学びの実現に向けた授業改善」が積極的に取り組まれている状況である。一方で「主

体的・対話的で深い学び」の理解や実践、校内での共通理解については課題があること

から、校内研修等を通じた研究・研修が今後も大切であると考える。 

多くの学校で評価についての課題を感じていることが推察される。特に、単元におけ

る評価計画や評価規準の設定方法、主体的に学習に取り組む態度の評価など、評価に係

わる具体的な手続きや体制づくりについて今後の整備と充実が必要であると考える。 

各教科等を合わせて指導を行う場合にも取り扱う教科の内容を明確にする学校が多く

みられている。一方、何をどのくらい合わせるのかなど、教科を合わせることについて

の理解について、人によってとらえ方の違いがあることなどが記述として挙げられてい

ることから、各教科等を合わせる場合の授業時数や指導内容の設定方法について、今後

も研究を深め、明らかにする必要があると考える。 

自立活動の指導については、多くの学校で「流れ図」から中心的課題を整理し、個別

の指導計画や授業に反映させている。一部では、自立活動の「目標及び指導内容」と「配

慮事項」が混同してしまうという記述があることから、自立活動と各教科を関連づけた

指導について、今後各学校での検討が必要であると考えられる。 
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３ 児童生徒の学びの連続性を確保するためのシステムの構築 

評価 ４：十分達成している ３：概ね達成している ２：一部達成している １：努力が必要である 

（下の数字は回答した学校数） 

質問項目 ４ ３ ２ １ 

① 「学びの履歴」シート等を活用し、学習指導要領に

示す各教科の段階の目標や内容を踏まえ、児童生徒の

学習状況を把握している。 

１ ５ ４ ０ 

② 学習指導要領の各教科の目標に準拠した観点別学習

状況の評価を行っている。 
０ ５ ５ ０ 

③ 小学部６年間、中学部３年間、高等部３年間を見通

した指導計画が作成されている。 
０ ０ ８ ２ 

④ 学習指導要領（平成 29・31 年告示）に基づく、一

人一人の児童生徒の学習状況が明確化され、個別の指

導計画で引き継がれている。 

２ ４ ４ ０ 

⑤ 小学部から高等部まで、各教科の段階における内容

を踏まえた学習の成果が、学年間、学部間、学校間で

円滑に接続できている。 

０ ４ ６ ０ 

（記述回答）※一部を抜粋 

・「学びの履歴」シート等を活用し、学習指導要領を踏まえて学習状況の把握に努め、

個別の指導計画に反映させている。 

・学部間の連携を図り、小学部６年間、中学部３年間、高等部３年間を見通した配列

モデルや年間指導計画を作成していく必要がある。 

   （考察）  

多くの学校が、「『学びの履歴』シート」や独自に作成した指導内容表などを活用し、

学習状況の把握に取り組んでいることが分かった。一方で、学習状況の把握が、教科の

一部のみであったり、一部の教員の研究的な取組に留まっていたりすることも考えられ、

より効果的、効率的な方法についても研究が必要であると考える。 

すべての学校で観点別学習状況の評価に取り組んでいることが推察される。一方、担

当者によってばらつきが見られたり、視点や書き方について課題が挙げられたりしてい

ることから、学習評価にかかわる校内での共通理解や研修の充実が必要であると考える。 

小学部６年間、中学部３年間、高等部３年間を見通した指導計画については、すべて

の学校で課題となる事項であると考えられる。年間指導計画や単元配列のモデルを作成

するなどの取組も見られることから、各校の好事例をモデルとした取組や研究が必要で

あると考える。 

学びの連続性に留意して、学年間、学部間の接続に努めている状況であるが、特に学

部間や学校段階間の接続に課題があることが推察される。各教科を基盤とした指導と評

価と、その引継ぎが円滑につながるような体制づくりが必要であると考える。 
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Ⅵ 研究のまとめと今後の取組に向けて 

 研究協力校の実践とアンケートの結果を踏まえた本研究の成果と課題は以下のとおりであ

る。 

１ 成果 

   (1) 新学習指導要領の趣旨についての理解啓発 

       ○ 新学習指導要領の趣旨の理解が広がり、各校で新学習指導要領を活用した研修や、

各教科の目標・内容を踏まえた授業改善を積極的に進めることができた。 

○ これまでの研究成果や研究協力校の具体的な実践事例をまとめ、発信することがで

きた。 

(2) 教育課程の編成や指導方法の工夫改善に向けた方策の検討（研究協力校との取組） 

    ○ 各学校において、各教科の指導と評価の充実を目指した授業研究やカリキュラム・

マネジメントを踏まえた年間指導計画の工夫と改善等を進めるとともに、研究協力校

連絡協議会において、各学校の取組についての情報共有と共通課題についての協議を

行い、新学習指導要領に係る実践研究を深めることができた。 

      ○ 研究協力校を対象にしたアンケート結果を基に、本研究３年間の成果と今後の課題

を明確にすることができた。 

(3) 児童生徒の学びの連続性を確保するためのシステムの構築 

       ○ 児童生徒の学習状況を的確に捉えることや、連続性のある教育課程や指導計画に向

けた改善を図ることなど、系統性や連続性を重視する志向が高まった。 

 

２ 課題と今後の取組に向けて 

(1) 各学部・各段階・教科ごとの具体的な指導事例をデータベース化すること。 

      ○ 各学校においても実施した単元計画案等を校内で共有する取組が行われている。実

際の事例を通して学ぶことができるように、県内の事例を収集し、当センターWebサイ

ト等で発信していくことが各教科の指導の更なる定着と充実につながると考える。 

(2) 評価 

の具体的な手続きや児童生徒の学習評価・指導改善に関わる研修を充実させること。 

      ○ 研究協力校連絡協議会の協議やアンケートの結果から、学習評価の理解や学校全体

での組織的な取組について課題であることが明らかとなった。当センターにおける研

修や資料等の充実により、各教員の学習評価の理解と実践を推進していく必要がある

と考える。 

(3) 教科等横断的な視点及び卒業までを見通した教育課程・指導計画の改善・充実を図る

こと。 

     ○ 研究協力校連絡協議会の協議やアンケートの結果から、教科等横断的な視点に立っ

た資質・能力の育成や、小学部６年間、中学部３年間、高等部３年間を見通した指導

計画の作成について課題であることが明らかとなった。具体的な事例を参考としなが

ら各校の実状に応じた工夫ができるように、具体例の情報提供や学校のニーズ応じた

支援が必要であると考える。 

 

Ⅶ おわりに 

  特別支援学校ではこれまでも、児童生徒一人一人の障がいの状態や発達の段階、経験等に応

じた指導内容や方法を工夫してきたところであるが、今回の学習指導要領の改訂では、それに

加えて、児童生徒一人一人の学びがつながり、資質・能力の確実な育成が図られることが期待
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されている。これは教師一人一人の研鑽のみでなしえるものではなく、教師集団が一体となっ

てその仕組みを自ら整備し、実践し、絶え間なく改善していくことが不可欠である。 

  今回の改訂に伴う教科の整理・充実を真摯に受け止め、教育課程や授業づくりの在り方その

ものの見直しを図る学校が多く見られた。これまで培ってきたものを見つめ直し、学校のシス

テム全体を再構築していく過程は、時代の変化に対応していくために必要であると同時に、困

難さも伴う。各学校においても、変化の過程で、様々な課題に向き合っている現状であると考

える。 

そのような状況の中でも、各学校や先生方は、児童生徒のよりよい学習環境やより効果的な

指導の在り方を求めて、日々授業を行いながら改善に向けた取組を続けている。今後も、各学

校での各教科の充実がさらに図られ、児童生徒が様々な学びを通して、自分自身に関わる世界

を広げ、自立と社会参加に向けた資質・能力が育まれることを心から願う。そのために、当セ

ンターは、これからも、学校のニーズに応える有益な情報を発信するとともに、学校や先生方

の取組を支援できるよう研究・研修の充実に努めていきたい。 

最後に、研究に御協力いただいた、あぶくま支援学校、石川支援学校、大笹生支援学校、西

郷支援学校、猪苗代支援学校、いわき支援学校、富岡支援学校、たむら支援学校、会津支援学

校、相馬支援学校の皆様に感謝を申し上げ、結びとする。 

 

【参考・引用文献】 

(1) 文部科学省「特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領 平成 29 年４月告示」 

(2) 文部科学省「特別支援学校高等部学習指導要領 平成 31 年２月告示」 

(3) 文部科学省「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）」（平

成 30 年３月） 

(4) 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）」（平成 30 年３月） 

(5) 文部科学省「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）」

（平成 30 年３月） 

(6) 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（高等部）」（平成 31 年２月） 

(7) 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説 知的障害者各教科等編（上）（下）（高等部）」（平

成 31 年２月） 

(8) 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（幼稚部・小学部・中学部）」（平成 21 年

６月） 

(9) 中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及

び必要な方策等について（答申）」 （平成 28 年 12 月 21 日） 

(10) 中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会「児童生徒の学習評価の在り方について（報

告）」 （平成 31 年１月 21 日） 

(11) 文部科学省 30 文科初第 1845 号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生

徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（平成 31 年３月 29 日付 初等中等教育局長通知） 

(12) 文部科学省「特別支援学校小学部・中学部学習評価参考資料」（令和２年４月） 

(13) 福島県特別支援教育センター「平成 31 年度 研究紀要 第 32 号」（平成 31 年３月） 

(14) 福島県特別支援教育センター「令和元年度 研究紀要 第 33 号」（令和２年３月） 

(15) 福島県特別支援教育センター「『学びの履歴』シート」福島県特別支援教育センターWeb サイト 

https://special-center.fcs.ed.jp/page_20180405022003（参照：令和３年１月現在） 

(16) 全国特別支援学校知的障害教育校長会編著「学習指導要領Ｑ＆Ａ 特別支援教育［知的障害教育］」 

  明官茂監修 東洋館出版社（令和２年３月） 
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通常の学級等における合理的配慮の充実に向けた調査研究 

～児童生徒一人一人に応じた合理的配慮に関する実践的な取組～ 

 

Ⅰ はじめに 

  小学校・中学校・高等学校の学習指導要領には、「障害のある児童生徒などの指導は、担任

を含む全ての教師間において、個々の児童生徒に対する配慮等の必要性を共通理解すると共に

教師の連携に努める必要がある」ことや「学びの連続性」について明示されている。各学校に

おいては、教職員が障がいのある児童生徒本人や保護者と合意形成や情報共有を図り、合理的

配慮の提供を推進していくことが求められている。 

昨年までの調査研究により、通常の学級等に一定数在籍している学習面や生活面で困難さを

抱えている児童生徒への指導・支援について、合理的配慮の提供を推進するための校内体制の

有効な取組が明らかになった。一方で、障がいに応じた合理的配慮の内容の充実が課題として

挙げられた。  

そこで、本研究では、各学校における指導・支援の充実につながる取組の在り方を探るとと

もに、本県の特別支援教育の基本理念である「地域で共に学び、共に生きる教育」の実現に資

する研究としたい。 

 

Ⅱ 研究の背景と目的 

 １ 研究の背景 

本県が実施した「発達障がいの可能性のある児童生徒を含む特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒に関する調査」（平成 30 年度）では、小・中学校及び義務教育学校の通常の学級

に在籍する児童生徒のうち 6.0％が、また、高等学校に在籍する生徒のうち 2.4％の生徒が学

習面や行動面等で特別な教育的支援を必要としていることが明らかになった。しかしながら、

それらの特別な支援を必要とする児童生徒のうち、本人又は保護者との合意形成のもと、合

理的配慮が提供されている割合は 30.7％にとどまり、合意形成の上での合理的配慮の充実が

求められている。そこで、令和元年度には学校における合理的配慮の提供に向けた有効な取

組を明らかにすべく研究協力校７校とともに実践研究を行い、校内体制づくりには次の３つ

のことが大切であることが分かった。 

   ・合理的配慮提供計画を作成し、年間の計画に位置付け、教職員で共有すること。 

   ・合理的配慮の理解のための教職員の研修を行うこと。 

   ・合理的配慮の理解のために児童生徒や保護者に説明を行うこと。 

一方で課題となるのは、一人一人の具体的な提供内容の充実である。 

 本研究では、これまでの研究の成果と課題を踏まえ、研究協力校において児童生徒一人一

人に応じた合理的配慮の提供の充実に向けた実践研究を行うこととした。 

 

 ２ 研究の目的 

 ⑴ 通常の学級等に在籍する特別な支援が必要な児童生徒一人一人に応じた合理的配慮の提

供ができるように、障がいに応じた取組の在り方について研究し、各学校における指導・

支援の充実を目指す。 

 

⑵ 研究協力校での取組を広く紹介し、各地域での合理的配慮の提供に向けた取組の促進を

目指す。 
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Ⅲ 研究組織と研究の概要 

 １ 研究組織 

 ⑴ 研究協力校        喜多方市立松山小学校、南相馬市立原町第三中学校 

福島県立修明高等学校 

 

⑵ 調査研究アドバイザー 宮城学院女子大学 教育学部教育学科 教授 梅田 真理 氏 

 

  ⑶  調査研究推進会議   調査研究アドバイザー、当センター所員 

 

 ２ 研究の概要と構想 

図１で示すように、通常の学級等に在籍する特別な教育的支援が必要な児童生徒一人一人

に応じた合理的配慮の提供に向けて、３校の研究協力校との実践研究に取り組む。児童生徒

一人一人に応じた合理的配慮の目的及び内容の検討、合理的配慮の評価・見直しをどのよう

に進めていくかについて、ケース会議の在り方を探ることを通して提供の手順の自校化を図

るとともに、校種や規模に応じた有効な取組を明らかにして、広く県内への波及を図りたい

と考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  研究協力校は、合理的配慮の内容の充実に向けた取組が広く県内に波及する効果を期待し、

小・中学校、高等学校すべての校種から、規模や地域が重ならないように選定した。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相双地区  

会津地区  

福島県立修明高等学校  

喜多方市立松山小学校 

南相馬市立原町第三中学校  

図２ 研究協力校 

県南地区  

特別支援学校のセンター的機能の活用（地域支援センター） 

特別支援教育センター  

○障がいに応じた合理的配慮のための支

援及び助言 

○合理的配慮の充実に向けた情報提供 

○研究協力校において合理的配慮の提供

を支える地域における関係機関連携に

よる支援 

○合理的配慮の提供の手順の自校化 

○児童生徒一人一人に応じた合理的配

慮の目的及び内容の検討 

○合理的配慮の評価・見直し 

 

 

研究協力校 

 

ケース会議の在り方 

協
働  

調査研究アドバイザーによる助言 

図１ 研究の概要 

松山小学校・原町第三中学校・修明高等学校 

27



Ⅳ 研究の内容・方法 

１ 研究協力校との実践研究 

    合理的配慮の提供のためのケース会議の在り方について、研究協力校との実践研究を実施

し、校種や規模に応じた有効な取組を明らかにする。 

  〈研究内容〉  ・児童生徒一人一人に応じた合理的配慮の目的及び内容の検討 

        ・合理的配慮の評価、見直し 

・合理的配慮の提供の自校化 

 

２ 調査研究アドバイザーによる助言 

   年間２回の調査研究推進会議を開催し、研究協力校との取組やケース会議の在り方など                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

について指導助言を受けて研究を進める。 

 

３ アンケートの実施（合理的配慮、ケース会議についての質問紙調査） 

 ６月と 11 月に研究協力校においてアンケートを実施し、合理的配慮とケース会議につい 

て実態把握や意識調査をする。 

 

  

Ⅴ 研究の実際 

１ 研究協力校との実践研究  

⑴ 研究協力校との研究の進め方 

  研究協力校においては、まずは各学校の状況に応じて、合理的配慮の提供をどのように

進めるか検討し、合理的配慮提供計画を立案し、研究を進めた。研究協力校３校において

進めた共通の研究内容は資料１のとおりである。 

研究協力校において、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、各校とも５月末

まで臨時休業となった。このため、６月から各校２名ずつ対象児童生徒を選定し、障がい

の実態把握、支援の目的の確認、支援内容の検討、評価・見直しについて、各校の状況や

規模に応じてケース会議を通して話し合い、支援内容の共通理解を図り一人一人の合理的

配慮の内容の充実を目指して研究を進めた。（図３） 

時期 取組内容 

６月 ・研究対象児童生徒２名選定 

・合理的配慮提供計画の作成 

６月・１０月 ・合理的配慮の校内研修の実施 

６月・１１月 ・アンケートの実施（合理的配慮、ケース会議） 

７月～９月 ・授業参観における実態把握 

・児童生徒一人一人に応じた合理的配慮の目的及び提供内容の検討

のケース会議の実施 

１１月～２月 ・合理的配慮の提供内容の評価・見直しのケース会議の実施 

・合理的配慮３観点 11 項目（資料２）による整理 

２月～３月 ・次年度の合理的配慮提供計画の作成 

資料１ 研究協力校との取組内容 
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各校で立案した合理的配慮提供計画の中で、今回の研究で合理的配慮提供に向けて取り

組んだケース会議の内容である。関連する項目は以下のとおりである。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 研究協力校の実践 

研究協力校３校において、各校のニーズに合わせて対象児童生徒について話し合い、実

践に取り組んだ。以下３校のケース会議のもち方等についての取組について紹介する。 

図３ 提供の自校化に向けた合理配慮提供計画 

図４ 合理的配慮を考えるケース会議の関連する項目 

資料２ 学校における「合理的配慮」の観点 ３観点 11 項目 

＜「合理的配慮」の観点① 教育内容・方法＞ 

＜①－１教育内容＞ 

   ①－1－1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

   ①－1－2 学習内容の変更・調整 

＜①－２教育方法＞ 

   ①－2－1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

   ①－2―2 学習機会や体験の確保 

   ①－2－3 心理面・健康面の配慮 

＜「合理的配慮」の観点② 支援体制＞ 

   ②－1 専門性のある指導体制の整備 

   ②－2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮 

   ②－3 災害時等の支援体制の整備 

＜「合理的配慮」の観点③ 施設・設備＞ 

   ③－1 校内環境のバリアフリー化 

   ③－2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮 

   ③－3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮 
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１ 研究協力校について 

喜多方市立松山小学校では、児童数 165 名、教職員 22 名、学年１クラスの小学校である。児

童に授業でかかわる教員を中心としてケース会議を構成し、特に実態把握を丁寧に実施し「担

任等との協働による実態把握と支援策の検討」をテーマに研究を進めた。（図５） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ケース会議の実施（６月・９月・11 月） 

図５に示したメンバーの構成により、ケース会議を３回実施した。ケース会議での話し合う

視点を整理し、先生方の児童理解を大切にしながら支援策の検討を行った。 

ケース会議は、対象児童の担任と、特別支援学級担任をしている特別支援教育コーディネー

ターや教科指導も担当している教頭を交えて実施した。 

     

【６月 ケース会議① ～実態把握～】 

事前に資料を準備し、６月にケース会議を実施し、実態把握の観点を大きく４つに設定し

て、「好きなこと」、「得意なこと」、「苦手なこと」、「その他気付いたこと」について付箋を活

用して話し合った。（資料３） 

また、現在実施している配慮の内容や方法、場面、実態との関連を確認し、挙げられた児

童の実態について、場面や様子を整理し、具体的な姿を話し合った。 

さらに、確認すべき必要のある実態について整理し、今後観察や確認をすることにした。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ケース会議の様子 

準備資料 
○学習上の困難さが分かる児童のテスト、ドリル、実施していた諸検査結果 
実態把握①…全体像と課題の確認 
〇児童の実態について場面や様子を具体的に付箋で整理。 

※「いつも」、「たまに」ではなく、その様子が見られる場面（どんな時）を確認した。 
※「楽しそうに」、「つまらなそうに」ではなく、どのような様子か客観的事実（児童

の行動）で確認した。 
〇対象児の困難さや不得意なこと等に対する現在の支援内容の確認。 

 図５ 喜多方市立松山小学校 ケース会議の構成  

資料３ ケース会議① 実態把握の観点(６月) 

実態整理 

背景要因検討 

支援の実施 
校内の教員との共有 

・支援に至る話し合い

の経過 

・合理的配慮内容等 
 
教頭 

  

 担任  

連絡帳、授業時 
定期懇談、面談 等 

合理的配慮の提供 

ケース会議 

対象児の 
好きなこと 

対象児の 
得意なこと 

その他の情報 
（医療面、習い事等） 

対象児の 
苦手なこと 

実施している配慮の内容・方法・場面 

関連整理 

実践事例１ 喜多方市立松山小学校 

～担任等との協働による実態把握と支援策の検討～ 

 

 

希
望
・
感
想 
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明 

理
解
・
協
力 

本人 保護者 
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【９月 ケース会議② ～実態把握の深まり～】 

９月のケース会議では、児童の実態を「授業の様子」、「得意な教科、得意なこと」、「苦手

な教科、苦手なこと」、「授業意欲」、「生活面」などのグループに分け、行動を詳しく整理し、

分類した実態同士の関連を考えた。（資料４）それにより、研究協力校の先生方からは、課題

に関連する行動や、課題が起こる理由が多く話し合われ、実態把握が深まった。その結果、

当初課題と考えていた「見え方」よりも、「学習に取り組む意欲」が課題と気付き、課題に関

する児童のエピソードがいくつか出てきた。 

それらのエピソードと、心理検査結果も含めた児童の得意、苦手なところなどをもう一度

検討すると、課題の背景要因として、考えを文章で表すことの難しさなどが考えられた。こ

のことから、新たな支援内容として「ルビをふること」や「児童の考えを教師が文字化し、

それを書かせること」が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11 月 ケース会議③ ～支援の提供と評価～】 

11 月には、先生方が行っている対象児童への支援が適しているか、評価・見直しのケース

会議を行った。（資料５） 

ケース会議では、具体的な児童の姿を共有し、９月に決めた２つの支援内容を実践して、

気付いたことや改善案を出し合い、支援に関する児童の実態と、教師の負担感や必要な場面

について話し合った。 

これを受けて、支援が有効な場面、児童の力を評価する場面について整理でき、改善案が

出され、そのほか、新たに気になった様子についても話し合った。これまで考えた背景要因

との関連を踏まえて整理することにより、その理由についての話し合いができた。 

実態把握➀に追加

した情報。 

内容が詳しくなり

カテゴリーが増え

た。 

課題 

課題 

 

 

課題の背景要因の推測 

支援策 
 

配慮したい課題をま
ず１つに絞る 

課題に関する事実行
動の様子 

課題  

実態把握②…実態に関する情報をより詳細に検討・整理 
〇実態把握①を受けて、さらに詳しく分かったことや、気付いたこと、確認したことを書

き出し、内容ごとにカテゴリー分けをし、整理した。 
○関係しそうな項目同士を線でつないだり、考えられる理由を別の色の付箋に書き出して

貼ったりして、どのような児童かを整理した。 
※どんな時にどのような様子なのか、課題となるのはどのような場面かが分かってきた。 

 
課題と背景要因の検討 
〇複数の課題点から、課題の優先順位を決め、１つの課題の背景要因を検討。 

※「なぜできないか」、「なぜ遅いか」等、課題の「なぜ？」を検討した。 
〇1 つの課題に関する複数の支援策を決定。 

※「なぜ」に対応する部分をもとに支援策を考えた。 

資料４ ケース会議② 実態把握の深まり (９月) 
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これらを通して、具体的な児童の姿に関する話し合いが充実し、参加した先生からは、児

童の困難さの背景要因と、支援の目的を意識した具体的な支援内容とその場面などの意見が

出され、指導につながる話し合いをすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 教職員への情報共有（１月） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

４ まとめ  

◇ 丁寧な実態把握による話し合いの充実 

丁寧な実態把握をすることが、その後の話し合いの充実につながるということが分かった。 

診断や課題点に関することに限らず、具体的な場面を挙げ、児童の様子、できていること、

苦手なことなど、多くの情報を整理することで、課題の共通点を探る手掛かりとなった。児童

の困難さやその配慮を検討するケース会議は、参加者が３名～４名でも充実した話し合いが

できた。 

◇ 背景要因の検討による課題点の理解と支援策の検討の広がり 

  背景要因の検討をすることにより、話し合いが課題点の理解と支援策の検討に広がること

 資料５ ケース会議③の概要 支援の提供と評価 (11 月) 

 改善案：支援の必要な場面  

・国語のテスト（内容理解を評価したい場面）
に限りルビを実施  

・同じテスト内で繰り返し出るルビに関して
も、必要かどうか本児の様子を確認する  

前回（９月）に決定した支援策 
・ルビを振る  

実践した気付き  

・読める文字、読めない文字の確認が難しく、
教師の負担が大きい  

・繰り返し出る漢字もその都度ルビが必要  

・ルビがあることで最後まで解く様子  

【評価例：ルビについて】 

 教職員への共有の様子 

 

対象児童名        月 日  

改善案 

その他（例） 
・気になること 
 
 
・授業への参加の様子 

配慮内容①について 

配慮内容②について 

配慮の提供状況・ 

児童の様子・気付いたこと 

校内における理解や波及の必要性から 11 月までの

ケース会議の内容を、対象児童におけるケース会議の

児童理解の経過や合理的配慮の内容と、これまでの研

究の取組や好事例を他の学年の教職員へ共有した。 

 先生方からは、「実態の捉え方に変化を感じられ  

た」「他の児童にも検討を広げたい」という意見が出さ

れた。 
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が分かった。 

  対象となる児童の行動の背景が見えてくると、関連するエピソードが多く話し合われ、児童

理解が深まり、「こんな時も支援が必要なのでは」という、他に配慮が必要な場面についての

話し合いにつながった。 

 

５  ケース会議で考えた対象児童生徒への合理的配慮の内容（一部） 

⑴ 学習をあきらめてしまう様子が見られる児童について 

① 児童の実態：板書を書き写さない。 

口頭で答えられてもドリル等に書かないことがある。 

② 主に授業場面での合理的配慮 

○ 文章化する際に、本人の考えを教師が聞き、書く際は教師が繰り返して伝える。 

〈合理的配慮の観点 ①－１－１〉 

○ 考えながら書くことの難しさを補うため、答えた内容を教師が繰り返すことで書

けるようにする。                                〈①－１－１〉 

○ 学用品は学校用を用意し、置いておく。（家庭用、児童館用も用意してもらう）                      

〈①－２－２〉〈③－２〉 

○ 忘れ物や探し物をなくすことで、書く作業等への取組をスムーズにし、作業が遅

れたためにあきらめる場面を減らす。          〈①－２－２〉〈③－２〉 

  

⑵ 学習の定着が難しい児童について 

① 児童の実態：漢字やカタカナの読み書きの難しさがある。 

 

  ② 主に授業場面での合理的配慮 

   ○ ルビを振る                〈合理的配慮の観点 ①－１－１〉 

    ・読んで理解できる環境をつくる。 

○ 分かる経験、内容を増やす                                〈①－２－２〉 

     ・特別支援学級の弾力的運用。可能な場合に学習の補助を別室にて行う。 
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１ 研究協力校について 

  南相馬市立原町第三中学校は、生徒数 78 名、教職員数 21 名の学校である。全職員による授

業参観の後、ケース会議を実施することにより、協議の深まりや情報共有の効率化を図るため

に「全職員参加のケース会議による支援策の共有」をテーマに研究を進めた。 

  図６のように、管理職、各教科担当、養護教諭、スクールカウンセラーなどの全職員で対象

生徒の様子を参観し、ケース会議では、職員を２つのグループに分けて、対象生徒の支援策の

検討を行った。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教職員向け研修による合理的配慮の理解  

 

 

 

 

 

 

                        

 

３ ケース会議の実施（７月・９月・11 月） 

【７月 ケース会議① 】  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全職員で対象
生徒を見る 

 
※行動観察の                       
視 点 を １ つ
に絞る 

授業参観 

Ｂグループ 

ケース会議 

Ａグループ 

※全職員を５～６人の 
グループに編成する 

授業実践 
 

 

対象生徒に

対する各教

科の支援策 検 討 ・

見直し 

 図６ ケース会議の構成  

図７ ケース会議①  

支援策の検討（７月） 

 ケース会議の様子 

実践事例２ 南相馬市立原町第三中学校 

～全職員参加のケース会議による支援策の共有～ 

 

 

支援策 

思い・考え・背景要因 

気になる行動 

教職員の合理的配慮に関する理解を深めた上で研究の取組

を進めるため、６月に当センター指導主事が合理的配慮につい

ての講義を行った。 

また、ＰＴＡ総会での保護者向け説明会を計画したが、コ

ロナ感染症感染防止から、今年度は中止したため、合理的配

慮の提供の申し出の文書を保護者へ配付した。 

全職員が授業参観し、授業における気になる行動、生徒

の思いや考え、背景要因、支援策の項目を示した用紙を準

備し、付箋を活用して話し合った。（図７） 

 あらかじめ設定していた 30 分の会議は、気になる行動を

もとに支援策としての授業の手立てが話し合われた。本人

の思いや考え、背景要因までの捉えることが難しかったた

め、教員の共通理解とさらなる会議時間が必要であった。 

ケース会議後に、各教科担当がそれぞれ対象生徒の支援策

を考え授業において実践していった。 
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【９月 ケース会議② 】 

９月にケース会議を行うに当たり、７月のケース会議で話し合われた行動の様子を分類し、

当センター指導主事が事前に行動観察の視点を整理した。 

対象生徒の授業での行動や、先生方から出された気になる行動や教科の様子をもとに行動

を分類すると、「書くことの困難さ」「学習意欲の低さ」「集中力の短さ」の３つに分けられた。 

その視点をもとに全職員による授業参観を行うことと、ケース会議では模造紙を活用し、

授業の具体的な様子から「気になる行動」「生徒の思い・考え、背景要因」を付箋で整理し、

生徒の課題を明確にしていくという、進め方について特別支援教育コーディネーターとリモ

ートやメール等で事前に話し合った。 

ケース会議では、発表の様子、プリントに調べたことを書く様子などから、対象生徒の行

動から考えられる困難さの背景要因について話し合い、「学習活動をやろうとする、頑張りた

いという意欲はある。」「複数のことを指示されると取り組むのは難しいのではないか」等生

徒の課題について話し合われ、「理解の仕方に課題があるのではないか」という実態が見えて

きた。（図８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

【11 月 ケース会議③ 】 

11 月のケース会議は、前回課題としてあげられた「理

解の仕方」に視点をあて、英語の授業の中で、対象生徒

の「思考している様子」「困っている様子」などについて、

行動観察をもとに模造紙を活用して先生方が捉えた気に

なる行動を付箋に書き出して整理した。話し合いでは、

授業で見られた「教師の指示の後、対象生徒の学習活動

が滞っていた」場面を取り上げ、先生方からは、「活動が

止まっている間、周囲の様子をうかがっていた。何をす

るのか分からなかったのでは？」といった、対象生徒の

行動の背景要因が多く出され、ケース会議のまとめとして出た「指示理解の難しさ、説明内

容を覚える苦手さ」などの課題を共有し、支援策について各教科で実施していくことにした。

（図９） 

 

 

図８ ケース会議② 支援策の検討（９月） 

 

 

特別支援教育コーディネーターと  

ケース会議の進め方について話し合い     
（リモート、メール等による）  

【模造紙の活用によるケース会議】 

理解の仕方に課題 

ケース会議の様子 

思い・考え 

背景要因 

気になる行動 

具体的な行動の様子 

書くことの困難さ 

学習意欲の低さ 

集中力の短さ 

行動観察の視点 

行動の

分類 

７月ケース会議の整理（当センター） 

＋ 

授
業
参
観
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４ まとめ  

◇ 生徒を理解する視点の明確化による見方の深まり 

  対象生徒の行動について、場面を設定し、視点を明確にして行動観察をすることで、生徒

の課題ばかりでなく、良い面にも目を向けた支援策を考えることができた。 

    さらに、行動の背景や思いの推測・推察に基づいて支援策を考えることで、生徒を理解す

るための見方を深めることができた。 

◇ 全職員でのケース会議による支援策の共有 

   対象生徒の行動を、授業参観など、同じ場面で確認することで、情報を共有したり、教科

担任制を生かし、個の実態や課題を多様な視点で把握したり、各教科等で実施している支援

策を検討したりすることが有効であった。 

 

５  ケース会議にて考えた対象生徒への合理的配慮の内容（一部） 

⑴ 指示の理解が難しい生徒について 

① 生徒の実態：教師の指示の後、すぐに活動にとりかかれないことがある。 

 

② 主に授業場面における合理的配慮 

○ 一斉説明の後、机間指導で本人の理解を確かめ、必要に応じて説明する。 

〈合理的配慮の観点 ①－１－１〉 

    ・机間指導では、最初に本人のところに行って言葉かけを行い、取り組む内容を個別に
確認する。 

・一度に多くの内容ではなく、１つずつ端的に説明する。 

   ○ 座る場所の配慮を行う。                                     〈①－２－１〉  

・教師の指示が理解できているか確認しやすいよう、座席を前方にする。 
・グループワークで友達に聞きながら活動できるよう、友人関係に配慮したグループ編

成を行う。 

○指示の理解が難しい 
○説明内容を覚えるのが

苦手  

 
英語科 

授業参観 
 

思考している様子 背景・要因 

支援策 

行動観察の視点 
理解の仕方  

学習活動が、  

しばらく止まっ
ていた。  

周囲の様子をうかがっていた。何を
するのか分からなかったのでは？  

今やっている活動を終えないと、次
に進めないのでは？  

順序だてて活動していくのが得意な
のでは？  

○机間指導でやることを確認する 
○時間を区切って学習活動を行う 
○電子黒板等の視覚機器を活用  

困っている様子  

各教科等で実施 

図９ ケース会議③ 支援策の検討（11 月） 

 

   

 

課題の共有 
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１ 研究協力校について 

福島県立修明高等学校は、文理科、農業科（生産流通科・食品科学科）、商業科があり、生徒

数 349 名、教職員数 64 名の学校である。 

中学校からの支援が切れ目なく引き継がれる取組として、中高連携シート*１を活用し、中学

校訪問を行っている。また、特別支援教育コーディネーターを中心に教科担任間での情報を共

有する教科担当者会を学年の実態に応じて実施している。 

事前のアンケートによると、先生方は、支援の必要な生徒の把握だけでなく、対応方法など

も情報を共有することを課題としており、教員間の情報共有・連携の必要性から「生徒指導部

教育相談係を中心とした学科を超えた教員間の情報共有・連携」をテーマに研究に取り組んだ。

（図 10）  

 

２ ケース会議前に実態把握の情報収集（７月）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 10 ケース会議の構成  

 資料６ 情報共有シート①  

1 週間に 1 枚の付箋に生徒の様子を  

記入・回覧することによる情報共有  

（教科、清掃、部活等の様子）  

情報共有シート①（実態把握） 
（教科等担当記入）  

合理的配慮の提供のためのケース会議の前に、対

象生徒の実態把握は、３種類のシートを活用して７

月に情報を収集した。 

「情報共有シート①*２」は、授業や部活動、清掃

などの様子を担当者がそれぞれ一週間に１枚付箋を

記入し、回覧するシートである。このシートを回覧

することで、16 の教科の担当者間で他教科の情報

を共有することができた。（資料６） 
 

 

 

*１：修明高等学校独自の様式であり、入学前に中学校に気になる生徒についての情報を記入してもらうシート 

*２：当センターが作成した様式。教科担当者間の情報共有のためのシート。 

実践事例３ 福島県立修明高等学校 

～生徒指導部教育相談係を中心とした学科を超えた教員間の情報共有・連携～ 
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「実態把握シート②*３」は、学習面、行動面、家庭環境、コミュニケーション・人間関係、

現在行っている支援の５つの視点で担任が記入した。（資料７） 

このシートでは、現在行っている支援の項目について、支援策を検討する上で、参考にする

ことができた。 

「質問シート*４」は、学数面や行動面についての質問項目にあてはまるかをチェックした。 

担任の推測から生徒の傾向は把握することができたが、具体的な場面での行動について、担任

に確認していく必要があった。これらのシートを活用して、８月にケース会議を実施した。（資

料８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３ ケース会議の実施（８月・11 月） 

【８月 ケース会議① ～実態把握と支援策の検討～】 

   

 

 資料８ 質問シート 

質問項目にあてはめる
チェックシート  

 ケース会議の様子 

８月のケース会議では、事前に担任や教科

担当者からの付箋による事前のシート等資料

６～８の３種類のシートをそのまま活用し

た。シートを内容ごとに切り分け、カテゴリ

ーに分け、新たな用紙に貼り、カテゴリーの

タイトルをつけ、情報を可視化し整理してい

く方法でケース会議を行った。（図 11） 

 

 

*３：参考 福島県特別支援教育センター コーディネートハンドブック 
『気になる児童生徒のための校内把握シート～学級用:書き込み式～』 

*４：福島県特別支援教育センター「通常の学級に在籍する発達障がいの可能性のある特別な教育的支援を

必要とする児童生徒に関する調査」（平成 31 年） 

  資料７  実態把握シート    
 
 

質問シート（担任記入）  

学習面  

生活面  

行動面  

学習面  行動面  

コミュニケーション 人間関係 

家庭環境  

現在行っている支援  

実態把握シート②（担任記入）  

38



① 実態把握（情報の整理） 

○ 資料６～８の３種類のシートを同じような内容をカテゴリーで分類し整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 優先度による「困難さ」の焦点化 

○ 困難さに分類したシートの中から、優先度の高い「困難さ」を話し合う。 

優先度を考える視点として、まずは「今すぐに対応すべき困難さ」について優先し、困

難さの行動の関連」について整理した。具体的には、先生方から「片付けること」ができ

れば、「提出物が遅れること」が改善されるのではないかという、生徒の行動を関連させ

た意見が出され、そこから、支援を必要とする困難さを絞りこんだ。社会に出るまでに身

に付けさせたい困難さや改善されるまでに時間がかかりそうな課題については、「卒業ま

での支援」として整理し、優先から外した。 

      

 

 

 

 

 

③ 背景の予測と支援策の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良い点  現在行っている支援や配慮 

困難さ  

図 11 ケース会議① 実態把握・支援策の検討（８月） 

困難さの背
景の推察  

手立て

合理的
配慮  

指導す
ること  

困難さ  

優先度の高い「困難さ」 

○ 絞り込んだ困難さからなぜ困っているのかという  

      「背景」を推察し、付箋を活用して手立てを考えた。   

      考えた手立ての中から、ケース会議に参加された先    

生方ができそうな支援策を絞り込んだ。 
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【11 月 ケース会議② 情報の整理・合理的配慮の提供内容の評価、見直し】 

11 月のケース会議では、「情報共有シート①（実態把握）」（資料６）による教科ごとの担

当者による付箋を９月～11 月に記入回覧したものをもとに、支援策の評価・見直しを行った。 

支援策の評価・見直しで、支援内容を共有した「情報共有シート」の支援内容について有

効性を整理し、できるようになったことや、まだできないことはどのような支援があればで

きるのかを話し合った。 

先生方からは、生徒の困難さや支援内容を教員間で共有したことにより、かかわる教科担

当者が変わっても同じ方針で支援が継続されたことで、生徒の困難さが改善されたという意

見が多く出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報共有シート①（実

態把握）】 

教科担任による情報収集・

共有(記入・回覧) 

【付箋の活用による情報の整理】 

支援内容の妥当性を話し
合うため、付箋による情
報収集 
(教科・清掃・部活等の様子)  

良い点  
できるようになった点  

まだ難しい  
できていない点  

収集した付箋をできるよう
になった点とまだ難しい点
で分類し、可視化する  

全職員と共有 
○ケース会議の報告 
○決定した合理的配慮を
３観点 11 項目で整理  

図 12 ケース会議② 情報の整理・合理的配慮提供内容の評価・見直し 

【情報共有シート②（合理的配慮）】 

*５：当センター作成。支援の評価、見直し後に決定した合理的配慮を 3 観点 11 項目で整理した様式。 

ケース会議の様子 

 付箋で整理すると、支援前の８月の実態把握で困難さ

の付箋が減り、生徒の行動の長所や課題が改善されてで

きるようになった点の付箋が大幅に増えた。可視化する

ことで、生徒の変容が分かりやすくなり、どのような支

援で改善したかを、生徒の行動の様子と併せて共有する

ことができた。 

 ケース会議の経過と決定した合理的配慮を「情報共有

シート②（合理的配慮）*５」にまとめて、全職員で共有

した。（図 12） 
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４ リモート会議によるケース会議【担任と特別支援教育センター】（７月・９月） 

【情報の確認と支援策の整理（７月）】 

 

 

 

 

 

【支援策の整理（９月）】 

８月のケース会議で検討した支援策について、他教科の先生方や担任が過度な負担になら

ずに、できそうな支援内容について、具体的な支援策としてリモートにより話し合い、整理

した。リモート会議後に、整理した内容を全職員で共有するための「情報共有シート③（支

援内容の共有）*６」を当センターで作成した。 

 

 

５ 「情報共有シート」による共有【教職員・本人、保護者、関係機関】 

ケース会議で検討し、担任とのリモート会議により決定した支援策を「情報共有シート（支援

内容の共有）③*６」に記入し、９月の職員会議で特別支援教育コーディネーターが全職員に支援

内容を説明し共有を図った。（図 13）全職員で共通理解のもと、対象生徒への支援内容を揃え、

支援した内容や、生徒の様子を付箋による情報共有を図った。 

また、生徒用に、職員の「情報共有シート（支援内容の共有）③」と同様の内容で、本人や保

護者との合意形成や、関係機関との連携に使用する「情報共有シート④（合意形成）*７」を作成

した。このシートは、担任が支援を一ヶ月程度継続後に、生徒自身の現状と改善のための方法や

支援内容について話し合うとともに、生徒の気持ちや考えを把握する手立てとして活用すること

ができた。さらに、生徒自身の困難さと改善の方法や支援内容について、「提出できない」「片付

けができない」ではなく、「プリントが探せなくて提出できないことで困っていませんか？」「そ

こで、こんなことを考えてみました！」と支援内容を提案する内容、肯定的な表現の工夫をした。

そのことにより、生徒や保護者に支援を提案するための建設的な働きかけにつながり、先生方か

らも合意形成を図る上で、活用しやすかったというご意見をいただいた。                     

 

 

６ 校内研修「合理的配慮の提供に向けて」（10 月） 

学校の生徒指導部教育相談係主催の校内研修に   

おいて、当センターの研究の内容と経過について

共通理解を図った後、講義テーマ「合理的配慮の

提供に向けて」と題して、合理的配慮の内容と対

象生徒の研究の取組を関連させながら、合理的配

慮と提供のための取組を先生方と共有した。 

  

 

 

 

 

 リモート会議の様子 

 校内研修会の様子 

*６：当センターで作成した様式。支援内容を職員間で共有するためのシート 

*７：当センターで作成した様式。本人、保護者との合意形成を図るためのシート 
 

 

８月のケース会議の前に実態を整理する際に、ケース会議に

必要な情報を担任と当センター指導主事とで、リモートによる

話し合いをし、支援を考える上で本人の気持ちや思いなど事前

に確認したい内容について一緒に整理した。 
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７ まとめ  

◇ 学科を超えた「情報共有シート」の活用と必要性 

規模の大きな高等学校においては、回覧による「情報共有シート」の活用は有効であった。

生徒の困難さとその背景を考え、これまで教科ごとに行っていた支援を全体で共有し、さらに

必要な支援を考えたことにより、生徒の困難さの改善につながった。 

さらに、「情報共有シート」を活用することにより、生徒や保護者の合意形成の上での合理

的配慮につながった。 

◇ 生徒指導部教育相談係を中心とした効率的なケース会議による連携 

準備の負担と会議の時間の短縮化のために、実態把握のための「情報共有シート」等の情

報を事前に整理し、会議の効率化を図ることができた。 

ケース会議の内容は、生徒指導部教育相談係でもある特別支援教育コーディネーターが、

全職員に情報発信をした。先生方からは、他に支援が必要な生徒の場合においても役立てら

れるとの感想があった。 

支援策の検討を軸としたケース会議を実施し、合理的配慮の目的、内容を会議内容の経過

と併せて情報共有をすることにより、有効な支援策の共有と教職員の連携につなげることが

できた。 

 

 

 

 

 

改善するため

の方法や支援

の提案  

 

支援策  

生徒の行動の

事実  

支援・配慮の 

目的  

困難さ 

【教師用：支援内容の共有】 

図 13 「情報共有シート」による情報共有・合意形成 

 

【職員会議にて全職員に情報共有】 
特別支援教育コーディネーター（９月） 

 

【本人・保護者と合意形成、関係機関

との連携】担任（10 月）  

支援内容

の共有 

 

【生徒用：生徒への説明資料】 
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８  ケース会議で考えた対象児童生徒への合理的配慮の内容（一部） 

⑴ 私物整理が難しい生徒について 

① 生徒の実態：整理整頓が苦手であり、授業に必要な教科書等を揃えたり、配付されたプ

リントをファイリングしたりすることが難しい。また、必要なプリントが見つからず、提

出物を出すことも難しい。 

 

② 主に学校における合理的配慮 

○ 整理できる環境づくり            〈合理的配慮の観点 ①－１－１〉 

・教科ごとのボックス（ケース）を準備し、教科書、ファイル、ノート等を整理させる。 

・プリントを配付後、すぐにファイルするようにその場で綴じるまで見守る。 

・個別に声をかける。 

   ○ メモを渡して確認させ、個別に声かけを行う     〈①－１－１〉〈①－２－１〉 

・課題の提出日や内容を確認できるようにするため帰宅後にスマートフォンを活用する。 

・プリントに提出日の欄を設ける。  

・声のかけやすい座席の配慮を行う。 

 

 ⑵ 作業が遅くマイペースの生徒について 

① 生徒の実態：授業中の板書をノートに写すことが遅く、提出物を期限までに出すことが

難しい。作業は丁寧であるが時間配分が困難なため、テスト等において最後まで解くこと

が難しい。 

 

 ② 主に授業における合理的配慮   

○ 計画的に取り組める環境づくり                  〈①－１－１〉 

・課題やテストの全体量と所要時間を最初に確認させる。次に、取り組むための時間配

分を確認させる。 

・課題の分量に合わせて、段階的に提出期限を設定する。  

・プリントに提出日の欄を設ける。 

○ 計画的に取り組める環境づくり                  〈①－１－１〉 

・課題やテストの全体量と所要時間を最初に確認させる。次に、取り組むための時間配

分を確認させる。 

・課題の分量に合わせて、段階的に提出期限を設定する。  

・プリントに提出日の欄を設ける。 

○ 周囲の生徒の理解                   〈①－２－３〉〈②－２〉  

・同じクラスの生徒に担任から対象生徒の困難さや支援内容、かかわりについて説明し、

グループや座席を配慮する。 
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２ 研究協力校の取組についての考察 ～ケース会議の在り方を中心に～ 

研究協力校において合理的配慮を考えるケース会議の在り方を探るために、実態把握、支

援内容の検討、評価・見直しの手順に沿ってケース会議を進めた実践を踏まえ、まとめる。 

⑴ 実態把握 

教師一人一人の児童生徒の見方や捉え方が異なることから、児童生徒の困難さを的確に

捉えるためには多くの情報を整理する過程が必要である。 

      情報の整理では、多くの意見を可視化しながら分類や並び替えるなどの操作ができるた

め、どの学校でも付箋を多く用いた。 

      児童生徒の具体的な行動から困難さを考える時に、行動の捉え方が抽象的になったり、

見取る教師の推測や予測になったりすることがあったため、具体的な行動から、行動の背

景要因を深く捉えるためには、「どうしてか？」と掘り下げる点をコーディネートしながら

先生方と一緒に考えていく必要があった。 

 

⑵ 支援内容の検討 

    研究協力校では、ケース会議を学校の状況に合わせて開いた。先生方からケース会議を

実施することにより、児童生徒の視点に立って困難さを考えたり、改善できる方法を探そ

うとしたりする視点に気付いたという意見をいただいた。 

    先生方のケース会議への事前の意識調査によると、ケース会議に対して関心があり意欲

的であるという回答がある反面、資料などの事前準備への負担感とともに、どのように情

報を整理し、コーディネートするかという運営上への不安を感じていることが分かった。

そのため、実態把握のための「情報共有シート」を活用したり、話し合う観点を事前に整

理したりすることが有効だった。 

また、先生方は会議の日時調整の難しさもケース会議を開催する上で課題であることが

分かった。そこで集まらなくてもできる方法として、付箋を活用した事前の実態把握のた

めの「情報共有シート」の回覧による情報の共有は有効であった。 

 

    ⑶ 支援内容の評価・見直し 

      支援内容の評価・見直しのケース会議においても、背景要因を探るために、行動の意味

を捉える推測の繰り返しが必要であることが分かった。 

      また、決定した支援内容を学校における合理的配慮の３観点 11 項目で捉え直したこと

により、これまでの支援を個別に必要である合理的配慮として整理することができた。支

援内容を３観点 11 項目に捉え直すと、どの協力校も１つ目の観点である①教育内容・方法

に集中していた。しかし、３観点 11 項目で捉え直すことにより、どの場面で、誰が、どの

ような支援を行うのか明確になり、さらに検討の必要性がある項目が見えてきた。 

      

 

３ 調査研究推進会議の開催 

調査研究アドバイザーとして宮城学院女子大学 教育学部教育学科 教授 梅田 真理 

氏を招へいし、調査研究推進会議を開催し、合理的配慮の理解促進、ケース会議の在り方や

研究成果の波及、対象児童生徒の実態把握の観点整理について話し合った。 

【第１回調査研究推進会議】７月 21 日（火） 

【第２回調査研究推進会議】10 月 12 日（月） 
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＜主な協議内容＞（一部抜粋） 

○ 合理的配慮の理解促進 

・合理的配慮の基盤は丁寧な実態把握である。診断名等ではなく、本人の本当の学習の困難

さはどこにあるのかを探る方がよい。 

・高校生は、本人が何に困っているのかを確認することが大切であり、自己理解や意思の表

明につながる。配慮を相談し合うことができるため、自分で訴えられることが高校生や大

学生は大切である。 

・基礎的環境整備とともに、合理的配慮を考える。初めから合理的配慮は決定しにくいため、

毎日の指導での配慮と児童の様子を丁寧に確認し、必要な配慮か、妥当かを整理し、クラ

ス全体に関することであれば、基礎的環境整備を整える。 

・有効な支援から合理的配慮の提供内容を見つけられればよい。そのために、どのような話

し合いをしていけばよいか見つけていくことが必要である。 

・学校では実態把握が不十分で進むしかない現状。研究にて十分に検討していき、保護者に

どう伝えて、引き継いでいくかの合意形成をしていくことが有効。 

・支援が必要な生徒がいる時に、授業のレベルを下げることが合理的配慮ではないことを周

知する。その生徒にかかりきりになることが必要であれば、学習の場が違うということに

なる。 

 

○ 対象児童生徒の実態把握の観点整理 

 ・診断やできない部分、認知にスポットを当てた支援より、全体的な学習支援や生活支援を

考えるとよい。 

・研究の普及を考えると、「実態把握の仕方」を研究する必要がある。 

・基礎的環境整備とともに、合理的配慮を考え、学びの場を考えていく。 

・実態把握は特別支援教育コーディネーターと視点を確認するなど要となる人が必要であ

る。 

・出てきたエピソードの内容が「特定の困難さ」と結び付くかを検討する。 

・各教科の支援内容を「丁寧に支援する」から、支援内容を具体的にしていく必要がある。 

 

○ ケース会議の在り方 

・核となる先生と担任等でのコアなチームによる対象児童生徒の課題、困難さ、背景を検討

し、全体で確認し情報収集を収集する。さらにコアなチームで検討するという繰り返しに

より、的を絞っていくとよい。 

・有効な支援から合理的配慮の提供内容を見つけられればよい。そのために、どのような話

し合いをしていけばよいか見つけていくことが必要である。 

・具体的な実態把握、視点の整理、関連付けの整理などの演習を研修会で繰り返すことが大

切である。また、特別支援教育コーディネーターがケース会議を行う上で、担任や他のク

ラスの担任、保護者などから情報を集めるフォーマットを作成することも有効である。 

・学校では実態把握が不十分で進むしかない現状。研究にて十分に検討していき、保護者に

どう伝えて、引き継いでいくかの合意形成をしていくことが有効 

・学校は、早く合理的配慮の提供を考えることを求めている場合があるが、丁寧な実態把握

がないと支援を間違えやすいため、まずは実態把握が大切である。しかし、保護者から要

望があった場合は対応を急ぐ必要がある。 
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・視点の整理、関連付けの整理などの演習を研修会で繰り返すことが大切である。しかし、

保護者から要望があった場合は対応を急ぐ必要がある。 

・人数の多い会議は、意見が広がりやすいが深まりにくい。少人数の会議と全体の会議を使

い分けるとよい。少人数で検討してから全体に広げる必要がある。 

・「子どもの見方」「物事の考え方」は繰り返し丁寧に行っていくことが必要。 

・丁寧なケース会議を経験することは、教師にとって必ず力になる。実態整理までを学校で

できるようになるためには 30 分でもよいので、決めた時間の中で継続して実施できるこ

とが大切。 

 

○ 研究成果の波及 

・リーフレットを活用した研修会を実施することが必要である。 

・自校の合理的配慮の取組について、基礎的環境整備と合わせて考えてもらうとよい。 

・研究協力校の取組の自校化と地域への波及については、特別支援教育コーディネーター研

修会により特別支援教育コーディネーターの力を高めることが有効である。 

・研究の普及を考え、「実態把握の仕方」を研究する必要がある。また、特別支援教育コー

ディネーターがケース会議を行う上で、担任や他のクラスの担任、保護者などから情報を

集めるフォーマットを作成することも有効である。 

・作成したリーフレットを活用した研修会を実施し、合理的配慮と基礎的環境整備をセット

として捉え、難しいことではないことを伝えていく。また、ケース会議の在り方、実態把

握の在り方、情報を出し合うことで見えてくることの経験などを特別支援教育コーディネ

ーター研修会の演習等で実施していく。 

・特別支援学校の地域支援の先生方に、リーフレットや事例集をどのように活用するか研修

をし、小、中、高等学校の校種の違いや難しさも知ってもらう必要がある。 

・他の子でもケース会議をやってみて、難しいときにセンター等で支援をしていけるとよい。 

 

〈調査研究推進会議を通しての成果〉 

第１回調査研究推進会議で協議し、各協力校との実践研究に生かした点は、丁寧な実態把

握の在り方である。実態把握がずれてしまうと支援内容もずれてしまうため、児童生徒の実

態把握の方法を研究協力校３校で工夫し、その実態把握の視点を共有しながら明らかにした。

また、アドバイザーの助言をもとに、対象児童生徒一人一人の実態把握の視点について、当

センターで事前にケース会議を実施してから各学校でのケース会議を行うことにようにした

ことで、より丁寧な実態把握につなげることができた。 

第２回調査研究推進会議では、児童生徒の実態把握を深め、行動の背景にある困難さを探

るため、校内におけるケース会議の進め方や、その具体的な方法等を確認した。各学校がケ

ース会議を自校化し、合理的配慮の提供を充実させていくために、当センターが作成したリ

ーフレット等を活用した研修を行っていくなど、波及の方法を考えることができた。 

こうした調査研究推進会議において明確にしてきた内容を、各研究協力校との取組に生か

し、新たなリーフレットの作成を進めることができた。 

 

 

 

 

 

46



Ⅵ 研究のまとめと今後の取組に向けて 

１ 研究のまとめ 

通常の学級等における合理的配慮の提供の充実を図るために、研究協力校３校と協働し

て取り組んだこれまでの実践を踏まえ、研究内容である「合理的配慮の提供の自校化」「児

童生徒一人一人に応じた合理的配慮の目的及び内容の検討」「支援内容の評価・見直し」の

３点について今年度の研究についてまとめる。 

⑴ 合理的配慮の提供に向けた手順の自校化 

       学校に応じて提供計画を円滑に実施する工夫が大切である。具体的には、学校規模や

実態に応じ、担任中心の少人数、全職員、生徒指導部教育相談係などメンバーを工夫し、

組織的にケース会議を運営することは、自校化を進めるために有効である。 

さらに、校内組織において合理的配慮を話し合うケース会議は複数の運営メンバー を

配置していくことが効果的になる。そのことにより、ケース会議を相談しながら進める

ことや、実態把握の視点を確認し合うことが可能になり、実施への負担感や抵抗感を軽

減できると考える。 

               加えて、年度ごとに学校の合理的配慮提供計画を見直す際には、必要に応じて、特別

支援学校のセンター的機能などの関係機関の活用の予定も計画に位置付けることが、合

理的配慮の提供に向けた手順の自校化につなげるために必要であることが分かった。 

 

⑵ 児童生徒一人一人に応じた合理的配慮の目的及び内容の検討 

         実態把握が曖昧であると、ケース会議で検討する支援策も定まらないため、丁寧な実

態把握が大切である。次に、対象となる児童生徒の行動観察の視点を共有することが大

切であり、その後の課題の困難さの焦点化や具体的な支援策の検討につながる。 

さらに、検討の際は付箋等を活用することが、児童生徒の困難さを可視化し、情報の

収集や項目分けなど多くの情報を整理する上で有効な手段であることや、複数の教員で

の情報共有は、実態を多面的に捉えるとともに、児童生徒にとって必要な支援内容を、

教員間でそろえることにつなげることにつながった。 

今後は、ケース会議の充実と効率化を図ることが必要である。そのためには、ケース

会議では、話し合いの方向性を事前に定めることにより、参加者や会議時間、準備する

資料等が明確になる。その上で、必要な資料を事前に検討し、普段の児童生徒が困って

いることが分かるノートや作品などをケース会議の資料として活用することも有効な方

法の１つである。 

さらに、会議の進行役は、会議を円滑に進めるために、ケース会議の開き方や、進め

方を明確にし、多くの情報を整理し、結論に導くまでのコーディネート力の向上を図る

ことが求められる。 

 

⑶ 合理的配慮の評価・見直し 

       合理的配慮の評価・見直しの際、３観点 11 項目で整理することが有効であった。そ

れにより、検討の必要な項目や必要のない項目などを整理することができるからである。

整理するタイミングは合理的配慮提供前だけではなく、合理的配慮提供後の児童生徒の

変容を確認後など、実態に合わせることが大切である。 

         また、支援内容の評価や見直しする過程で、児童生徒の行動の変容や課題を克服する

意欲的な姿を捉え直すことにより、児童生徒理解を深めることができた。さらに、評価・

見直しの際には、支援内容により学習に取り組めるなど有効な場合は、継続し、また、
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児童生徒の成長等により不要になった場合や、合理的配慮を一定期間提供しても困難さ

が改善されない場合は、もう一度児童生徒の困難さの背景要因から見直し、児童生徒に

とって必要な合理的配慮の内容の検討が必要である。 

   

 

２ 今後の取組に向けて 

進級や進学等の環境の変化に応じて新たに困難さが生じる場合や、児童生徒一人一人の発

達の程度や適応の状況等があるため定期的にケース会議を開くことが必要である。 

⑴ 合理的配慮の提供を考えるケース会議のもち方の提案 

今回の研究では、通常の学級等に在籍し、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に応

じた合理的配慮提供の充実に向けたケース会議の在り方について検討してきたが、研究を

通して、その重要性を再認識した。調査研究アドバイザーの梅田真理氏からの助言と、今

回の協力校との取組で得た知見を踏まえ、児童生徒一人一人の合理的配慮の内容を考える

ケース会議のもち方を考えた。（図 14） 

ケース会議の前に丁寧に実態を見取り、情報を集めることが大切である。収集した情報

を用いて、特別支援教育コーディネーターを中心とした少人数のメンバーのケース会議に

て整理し、支援策を検討する。それを全体へ共有し、さらに少人数によるケース会議で評

価し、見直していく。合理的配慮の定期的な評価・見直しの実施が必要である。このこと

の繰り返しが、合理的配慮の提供の充実へとつながる。さらに、支援策だけではなく、情

報の整理の過程についても教職員全体での共有する場をつくることが、合理的配慮の目的

の共有にもつながり、合理的配慮提供の充実につながると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 丁寧な実態把握の進め方 

研究協力校との取組をもとに、有効なケース会議の進め方と丁寧な実態把握の視点を整

理しまとめたものである。（図 15）この視点により実態把握を丁寧に進めていくことがケ

ース会議の充実と、有効な支援策につながる。児童生徒の様子について具体的に捉え直

し、丁寧に背景を探ることが、児童生徒の困難さを明確にすることができると考える。 

丁寧な実態把握  
※できるだけ多くの視点で情報収集  
→情報の整理  

児童生徒にかかわる少人数による
ケース会議の実施（支援策の決定）  

全体へ支援策の共有 児童生徒にかかわる少人数によるケ
ース会議の実施（支援策の評価・見直し） 

 

図 14  合理的配慮の提供に向けたケース会議のもち方 

複数の運営メンバー 
（特別支援教育コーディネーター中心）による実施  
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⑶ 合理的配慮の内容の充実のための情報発信 

 合理的配慮の提供のためのケース会議の理解を促進するために、リーフレット「合理的

配慮の提供のためにやってみよう！ケース会議」を作成し、県内すべての小・中学校、高

等学校、特別支援学校に配付するとともに、当センターの Web サイトに掲載した。リーフ

レットには、各学校において困難さを抱え、特別な教育的支援を必要としている目の前の

子どもたちのために、合理的配慮を検討するためのケース会議の進め方について実践研

究で得た成果をまとめた。（資料９－１～２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丁寧な実態把握の進め方   実態把握の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の様子についてさらに具体的に捉え直す 
場面 時間 言動 教科 人や物の環境 家庭 記憶力 

理解力 周囲の協力 指示の方法 できている時の場合の状況 等  

図 15 丁寧な実態把握の進め方と視点 

課題担任・ 
教科担任等の気付き  

 

実態の情報収集  

情報の整理  
・カテゴリー  
・関連  

課題点の整理  

困難さの背景要因  
（どうしてできないか）  

学習上、生活上の困難さ  
生徒指導上の困難さ  

得意・長所  
不得意・課題点  
学習面・生活面  
人間関係  
医療・検査結果  
テスト等  
現在の支援  など  

集めた情報の分類  
得意、 
不得意傾向の分析  
できていることの確認  
分類項目間の 
関連の検討  

困難さの  
中心はどこにあるのか  

配慮の目的  
配慮の場面  
配慮の内容  

 その児童生徒に関する情報

を集めます。児童生徒の様子

や関連すること、現在の支援

など、課題が見られる場面に

ついての具体的な状況を挙げ

ていく。できている場面につ

いても、同じように挙げてい

く。 

これらの情報をカテゴリーに

まとめたり、関連を考えたり

しながら情報を整理する。 
 
さらに、課題点を整理するた

め、その困難さはなぜ生じて

いるのかを検討し、困難さの

背景要因の推測を重ね、行動

の関連について整理する。  

困難さの背景要因が明確にな

り、合理的配慮の目的や、そ

の場面、内容が整理される。 

担任や教科担任などの気付き

から、対象となる児童生徒に

ついての課題を挙げる。 
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Ⅶ おわりに 

気になる児童生徒を何とかしてあげたいと日々考え、かかわりを工夫しようと毎日実践され

ている先生方。少しでもできるようになりたい、分かるようになりたいと考えている児童生徒。

通常の学級において気になる生徒だけではなく、一人一人の子どもについて考えることは、全

ての子どもたちのことを考えることにつながる。本研究が、困難さを抱え、特別な教育的支援

を必要とする児童生徒が、もてる力を最大限に発揮しながら、仲間とともに学びやすくなるた

めに必要な合理的配慮の提供内容が充実し、共生社会につながる一助となれば幸いである。 

最後に、今年度の実践研究にご協力いただきました協力校の喜多方市立松山小学校、南相馬

市立原町第三中学校、福島県立修明高等学校の校長先生を始め、諸先生方に感謝を申し上げる。  

また、研究を進めるに当たり、ご助言を賜りました 宮城学院女子大学教育学部教育学科教授 

梅田 真理先生 に感謝を申し上げ、結びとする。 
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資料９－１ リーフレット 
「合理的配慮の提供のために やってみよう！ケース会議」（令和３年３月発行） 

１ ２ 

３ ４ 
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資料９－２ リーフレット 
「合理的配慮の提供のために やってみよう！ケース会議」（令和３年３月発行） 
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はじめに 

小学校学習指導要領総則編第 3章第 4節「児童

の発達の支援」において、「全ての児童が学校や学

級の生活によりよく適応し、豊かな人間関係の中

で有意義な生活を築くことができるようにし、児

童一人一人の興味や関心、発達や学習の課題を踏

まえ、児童の発達を支え、その資質・能力を高め

ていくことは重要」と記されている。 

福島県教育委員会が平成 30 年に行った調査報

告によると、小・中学校の通常の学級の中で特別

な教育的支援を必要とする児童生徒が 6.0％おり、

「人間関係やこだわり等」で困難さを示している

児童生徒が 6.0％の内、1.5％いることが明らかに

なった。 

学校現場では、この「人間関係やこだわり等」

で対人関係に困難さを抱える児童が表出する行

動に対して、指導や支援を行っているものの、改

善が図られない状況が見られる。 

そこで、児童が表出している気になる行動に着

目し、「なぜこのような行動をするのか」を児童の

立場で考えることにより、対人関係で困難さを抱

える児童の行動の背景を推測でき、それを基に支

援の内容や方法を考え実践することができれば、

対人関係の困難さを軽減する適切な支援につな

がるのではないかと考え、テーマを設定した。 

 

Ⅱ 研究の目的 

 対人関係に困難さを抱える児童の行動の見方

を整理することにより、行動の背景をとらえた適

切な支援の在り方について考察する。 

 

Ⅲ 研究計画 

１ 研究対象 

研究協力校（以下：協力校）、Ｔ小学校中学年 

１学級、高学年１学級より、「対人関係に困難さ 

を抱えることが多い」児童各 1名（以下：Ａ児

Ｂ児）を抽出した。 

２ 研究内容と方法 

 対人関係に困難さを抱える児童の行動の見方

を整理し、背景に基づいた支援の実践を行う。 

(1) 児童の行動の見方の整理  

① 対人関係で気になる行動のグループ分け 

② 背景の推測 

(2) 支援策の検討・実践・検証・改善 

① 背景に基づく支援策の検討 

② 背景に基づく支援策の実践 

 

Ⅳ 研究の実際 

１ 児童の行動の見方の整理 

 児童の対人関係で気になる行動を書き出し、グ

ループに分け、集約した後に、行動の背景を推測

するという一連の過程を「行動の見方の整理」と

する。今回は、多岐にわたる情報を整理するため

にＫＪ法（川喜多 1967）、実態把握表（安藤 2001）

を参考にした。 

まず、担任が、児童の対人関係で気になる行動

について「時間」「場面」「頻度」「本人の言動・気

持ち」や、『気になる』児童生徒のための気づきシ

ート（福島県特別支援教育センター 2016）の視点

も参考にして、付箋に書き出した。 

そして、書き出した行動を「類似した行動」で

グループ分けを行った。（図１） 

 

 

 

 

 

 

図１ 類似した行動でグループ分け 

その後、集約したグループ毎に「なぜ、このよ

うな行動をするのか」という背景を推測した。こ

こでは、Ａ児の事例について述べる。Ａ児の各グ

ループの背景は、次の 3つに集約された。 

 

 対人関係に困難さを抱える児童の背景をとらえた支援の在り方 

～児童の行動の見方の整理と支援策の検討～（一年次） 

                            長期研究員 山口 綾 

グループ・ア グループ・イ グループ・ウ 
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〈各グループの行動の背景〉 

背景ア 瞬間的に行動に移すからではないか 

（グループ・ア）   

背景イ 自分のとらえ方と周りのとらえ方の間にズレが 

あるからではないか（グループ・イ） 

背景ウ 注意力が散漫なところがあるからではないか 

    （グループ・ウ） 

２ 支援策の検討・実践・検証・改善 

 児童の対人関係での困難さを軽減するために、

推測した 3つの背景の中から、表出する頻度が高

く、児童が困難さを抱える一番の原因と考えられ

る背景イについて、支援が必要な場面、支援策を

検討して実践し、検証・改善を行った。Ａ児の例

をあげると以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 児童の行動の見方の整理について 

 

 

 

 

対象児童の対人関係で気になる行動を、「時間」

「場面」「頻度」「本人の言動・気持ち」の視点で

書き出し、類似した行動に注目しグループ分けを

行い、対象児童の立場で「なぜ」と推測したこと

で、対象児童の行動の背景を推測することができ

た。また、行動の見方の整理をした後、対象児童

を改めて観察することで、教師の児童の行動をと

らえる見方の幅が広がり、児童の行動は故意では

なく周囲との認識の違いから、自分の思いを表現

しているものであることに気づくことができた。 

２ 支援策の検討・実践・検証・改善について 

 

 

 

 

 

背景が推測できたことで、想定される姿や場面、

支援策も絞ることができ、対象児童が起こした行

動に対して有効な支援ができたと考える。一方、

対処的な支援については考えられたが、トラブル

に至るような言動を防ぎ、自らを振り返り、失敗

を繰り返さないような場面を設定し実践できれ

ば、対象児童にとってよりより良い支援になるで

あろうと考える。また、支援策の検証から、背景

同士の関係も考慮し、本人の行動を理解すること

が大切であることも分かった。 

 

Ⅵ 二年次に向けて 

対人関係における困難さの背景を明確にし、背

景をとらえたより効果的な支援につなげていく

ために、背景同士の関係も考慮し、背景を掘り下

げていきたい。そして困難さを未然に防ぐ予防の

視点なども取り入れ、児童の背景にあった適切な

支援の在り方について研究を深めていきたい。 

《教師の発言より》 

〇「児童のことを見ているようで見ていなかった。」 

〇「思ったことを口に出している。」という見方ではな

く、「思ったことを正直に素直に話しているのだ。」

と考えるようになった。 

 

 
 
 

《教師の発言より》 

〇「子どもが困っていることに気づいて対応できたのは

よかった。」 

〇「本人のとらえがズレたまま（背景イ）瞬間的に行

動することで（背景ア）対人関係が上手くいかない

のでは。」 
 

 

 

 
 
 

背景イ 自分のとらえ方と周りのとらえ方にズレが

あることへの支援 

 

【支援策の検討】 
想定される姿や場面 

 〇児童だけのグループ活動の時、教師の出した指示 

と違う行動をする。 

 〇友達の意見を聞かないで、自分のとらえた内容を 

  通そうとする。 

 

支援策  

お互いのとらえ方を整理し、本人たちに伝える。 

 

【実践】 

 
 

 
【検証・改善】 

検証  

全員のとらえ方を聞いた後、とらえ方を整理した 

ことで、Ａ児の理解を促し、教師の指示を別にとら

えて行動していたことに気づかせることができた。

そのためＡ児は自分のズレを素直に認め、友達とそ

の後仲良く行動することができた。 

改善 

〇 本人が理解しやすい指示をする。（視覚情報の活用） 

〇 教師の指示が伝わったか、活動前に確認をする。 

〇 グループ内で確認の時間を設定する。 

 

 

 

 

 
 

 Ａ児 

 Ａ児 
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Ⅰ はじめに 

小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説総則

編では、「児童が自分の特徴に気付き、よい所を

伸ばし、自己肯定感をもちながら、日々の学校生

活を送ることができるようにすることが重要」と

述べられている。しかし、文献によれば、特別な

教育的支援を必要とする子どもは、失敗経験や他

者からの注意・叱責の多さ、認知や思考の偏り・

固さにより、達成感を味わいにくく、自己肯定感

が低下しやすい状況に置かれている。こうした状

況に対し、学校では子どものよさを認める指導・

支援が行われているが、それでもなお「どうせで

きない」「ほめてもらえない」という気持ちを抱え、

困難さを強く示す子どもがいる。 

このような子どもが心から「できた」と実感す

るためには、子どもが「がんばりたい」「認めてほ

しい」と思うことを教師がいかに把握できるか、

そして、子どもの努力の過程や伸びをいかに見取

り、「子どものよさ」として認められるかが重要だ

と考える。 

そこで、子どもの意欲を高めるとともに、教師

の指導・支援を方向付ける目標づくりの方法や、

「できた」という喜びを味わうことを意図した指

導・支援の方法を探るため、本テーマを設定した。 

 

Ⅱ 研究の目的 

 達成可能な目標づくりの支援と、「できた」を実

感できる場面の意図的設定を柱とした実践研究

を行い、効果的な指導・支援の在り方について考

察する。 

 

Ⅲ 研究計画 

１ 研究対象 

研究協力校Ｔ小学校の低学年１学級、中学年

１学級より、特別な教育的支援を必要とする子

ども、なおかつ自己肯定感の低下がみられる子

どもを各１名（以下；Ａ児、Ｂ児）抽出する。 

２ 研究の内容と方法 

以下の研究内容(1)(2)について、Ａ児、Ｂ児

の担任の協力のもと実践研究を進め、効果を検

証する。また、並行して文献研究を行い、実践

の手掛かりとなる情報を得ることとする。 

(1) 達成可能な目標づくりの支援 

① 子どもの実態に合った目標づくりをするため

の情報収集・整理 
② 教師と子どもがともにかかわる目標づくり 
(2) 「できた」を実感できる場面の意図的設定  

① 「できた」の実感を生み出す場面の検討と授

業の計画 

② 指導・支援の実施と効果の検証 

 
Ⅳ 研究の実際 

１ 達成可能な目標づくりの支援について 

子どもの実態に合った目標づくりを行うため

に、まずは行動観察や各種記録から、子どもの「で

きること」「できないこと」を付箋に書き出して整

理した。その後、実態把握アンケートやhyper-QU、

本人から聞き取った内容などと照らし合わせ、子

どもが「できてうれしい」「できなくていや・もっ

とできるようになりたい」と思っているであろう

ことを探った。Ａ児について、担任と整理した実

態は図1のとおりである。※Ｂ児の事例は省略。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 担任とともに整理したＡ児の実態 

授業中に教室を出ることが続いていたＡ児だ

が、実はみんなと一緒に学びたい気持ちがあるの

 特別な教育的支援を必要とする子どもに「できた」という実感を生み出す指導・支援の在り方 

～達成可能な目標づくりの支援と「できた」を実感できる場面の意図的設定～（一年次） 

                           長期研究員 峯 慶子  
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ではないかと考えた担任は、教室で学ぶことのメ

リットをＡ児と確認した。そのうえで「教室にい

て、ノートを書くことをがんばる。」と話したＡ児

の言葉を目標とした。この「ノートを書く」とい

う漠然とした目標の中にも、「板書を写す」「支援

を受けながら自分の考えを書く」などの段階を具

体的に描き、一つずつ達成していくための手立て

を考えることにした。 

２ 「できた」を実感できる場面の意図的設定につ

いて 

本研究では、目標にかかわる場面を授業の中に

意図的に設定し、達成のための指導・支援をする

ことで、「できた」という実感を生み出そうと考え

ている。そこで授業を計画する際は、「できた」と

いう実感を生み出す指導・支援をアイウの３つに

分類してとらえ、子どもの実態に合わせて重点を

決めたり、必要のないものは省いたりした（図 2）。 

 

 

 

 
 
 

図 2 「できた」という実感を生み出す指導・支援アイウ 

Ａ児の場合は、「学習についていけない、わから

ない」という気持ちになると教室を出てしまう実

態があったため、アの指導・支援に重点を置くこ

とにした。そして、国語の授業において、書く内

容をしぼったワークシートや、拡大した挿絵を活

用することを手立てとし、教室でみんなと学ぶこ

と、少しでも自分の考えを書くことを目指した。 

計画に沿って授業を行った結果、特に挿絵の活

用が有効であり、Ａ児は最後まで授業に参加する

ことができた。また、担任や友達の助けを受けて

自分の考えを書くこともできた。授業後の聞き取

りから、Ａ児自身も満足していることがわかった。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 達成可能な目標づくりの支援について 

担任アンケートからは、Ａ児、Ｂ児どちらにも

目標達成に向けた前向きな姿が見られ、今回つく

った目標は子どもの実態に合っていたという回

答が得られた。また、このような目標づくりがで

きたのは、子どもができるようになりたいと願っ

ていることを十分に分析し、それをもとに本人と

話し合ったからだと回答していた。 

これらの結果から、目標づくりの際には、子ど

もの思う「できてうれしい」「できなくていや・も

っとできるようになりたい」を探ることが有効で

あると考える。また、教師と子どもがともにかか

わるという過程も、信頼関係を基盤とした指導・

支援につなげるために重要であるとわかった。 

２ 「できた」を実感できる場面の意図的設定につ

いて 

担任は、目標をもとに授業を計画したことで、

指導・支援の内容や程度、称賛する場面や称賛の

仕方が明確になったと話していた。また、授業以

外でも目標達成に向かう子どもの努力を見るよ

うになり、称賛する回数が増えたと実感していた。 

実践後のＡ児への聞き取りでは、「今は教室を

出なくなった。勉強をがんばっている。」と成長を

実感していた。Ｂ児は、自分の行動を振り返り、

できたことを自ら担任に報告するようになった。 

これらの結果から、目標づくりに加え、それを

ふまえた意図的な指導・支援と称賛をすることに

よって、子どもはできたことに目を向けるように

なり、意欲を高いまま維持することができると考

える。また、教師と子どもが一緒につくった目標

だからこそ、一つ一つの「できた」を一緒に喜ぶ

ことが可能になり、指導・支援の効果が高まると

言える。 

 

Ⅵ 二年次に向けて 

一年次の研究を通して芽生え始めた「できた」

という実感がより確かなものになるよう、二年次

は取組のサイクルの継続・定着を目指す。特に、

授業のねらいの中に子ども個人の目標をどのよ

うに位置付けるか、また何よりも、子どもの中に

ある「できた」の実感をいかにとらえ、次の目標

へつなぐかという点を深く追究していきたい。 
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Ⅰ はじめに 

文部科学省が平成 24年に行った調査結果では、

小・中学校の通常の学級に在籍する児童生徒のう

ち知的発達に遅れはないものの学習面で著しい

困難を示すとされた割合は、4.5％であることが

わかった。 

村井・山田(2015)は、算数科は、困難さを抱え

ている子どもたちを発見しやすい特徴があるこ

とに触れた上で、支援は様々な方法が考えられ行

われているが、効果が上がる子ども、上がらない

子どもの両方が存在していることを指摘してい

る。さらに、緒方(2008)は、それらの子どもにつ

いて、「つまずきの背景に、記憶や言語理解力、視

知覚等の困難さを持っていることが多く、教科学

習の面からのアプローチだけでは問題が解決し

ない」と述べている。 

また、栗本(2019)は、算数科の中でも計算はで

きるが文章問題は苦手な児童が多いことを指摘

している。その背景として、文章問題はさまざま

な能力を必要とするため、そのどれか１つでも弱

い部分があると、文章問題に取り組むこと、正し

い答えを導くことが難しくなると述べている。 

つまり、教科学習の面からのアプローチに加え、

つまずきの背景となっている困難さに応じた指

導及び支援ができれば、様々な支援を行っても効

果を感じられなかった子どもについても、有効な

支援を考えることができるのではないかと考え

た。 

そこで、本研究では、算数科の文章問題を取り

上げ、特別支援教育の視点を取り入れた実態把握

の方法を提案し、とらえた背景に基づいて実践し

た指導及び支援の効果を検証することで、算数科

授業づくりの在り方を考察したいと考え、テーマ

を設定した。 

Ⅱ 研究の目的 

 通常の学級の算数科授業において、文章問題に

困難さを示す児童のつまずきの背景を探るため

の実態把握の方法と、とらえた背景に基づく指導

の工夫と個別の配慮の在り方を考察する。 

Ⅲ 研究計画 

１ 研究対象 

研究協力校（以下；協力校）Ｋ小学校中学年 4

学級より、計算はできるが文章問題は苦手な児童

を各 1名、計 4名抽出する。 

２ 研究の内容と方法 

先行研究を参考に、文章問題を解く過程とつま

ずきの箇所を絞るための観察のポイントを整理

し、実態把握の方法を考案する。 

協力校において、考案した方法を用いて、対象

児童のつまずきの背景を探るための実態把握を

行う。 

実態把握でとらえた背景に基づいて、指導の工

夫と個別の配慮を実践し、その効果を検証する。

実践は、修正及び改善を図りながら一定期間継続

し、対象児童の変容や担任への聞き取りにより、

本研究の有効性を考察する。 

(1) 文献研究による実態把握方法の考案  

〇 文章問題を解く過程と必要な力の整理 

〇 つまずきの背景を推測するための観察のポイ

ントの整理 

〇 実態把握用シートの作成 
(2) 実践研究による検証  

① 個のつまずきの背景を探るための実態把握 

・ 観察のポイントに基づく行動観察 

・ 意識調査の分析 

・ プリントの誤答分析 

・ 本人への聞き取り 

② つまずきの背景に基づく指導の工夫と個別の

配慮の実践と検証 

・ つまずきの背景に基づいた実践の計画 

・ 実践時の対象児童の観察 

・ 実践後の対象児童及び担任への聞き取り 

・ 実践効果の考察 

(3) 研究のまとめ  

〇 実態把握の方法及びつまずきの背景に基づく

実践についての考察 

〇 困難さに寄り添う算数科授業づくりについて

のまとめ 

 困難さに寄り添う通常の学級における算数科授業づくり 

～つまずきの背景をとらえた指導の工夫と個別の配慮～（二年次） 

                            長期研究員 遊佐 和江 
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Ⅳ 研究の実際 

１ 文献研究による実態把握方法の考案 

(1) 文章問題を解く過程と必要な力の整理 

 多鹿（2015）は、「算数文章題の解決過程は、一

般的には文章題を理解する過程と解く過程に区

別される」と述べている。 

理解する過程は、一文ずつ意味内容を理解する

ための言語知識や文理解のための意味的な知識

を使う変換過程と、理解した意味内容をスキーマ

（構造化された知識）を働かせてまとめあげる統

合過程の 2 つの下位過程があるとしている。また、

解く過程は、理解した内容を反映した式を構成す

るために、どのように立式するかの方略に関する

知識を使用するプラン化過程と、立式を演算する

ために四則計算の手続き的知識を適用する実行

過程の 2 つの下位過程があるとしている（表 1）。 
 

理解する過程 解く過程 

変換過程 統合過程 
プラン化

過程 
実行過程 

また、栗本（2013）は、文章問題の解き方の手

順について、「問題を読む」「式を書く」「計算をす

る」「答えを書く」という 4 つの一般的な手順に対

し、表 2 に示した 8 つの手順を示している。 
 

栗本は、②③④⑧の手順を「頭の中で行われる

作業」としている。本研究では、この「頭の中で

行われる作業」について焦点をあて、考察してい

きたいと考えた。そこで、前述の多鹿の内容も踏

まえ、手順 5 は 4 と、手順 7 は 8 と合わせて、6
つの段階に整理することにした。 
さらに、栗本は、それぞれの手順に関わる能力

を表 2 のように示した上で、すべてにかかわる能

力として、注意の持続、継時処理、ワーキングメ

モリを挙げている。 
 実態把握において、これらの力が十分かを 1 つ

1 つ確かめていくことで、つまずきの箇所を絞る

ことができるのではないかと考えた。 
(2) つまずきの背景を推測するための観察のポ

イントの整理 

上記の文献研究の成果を踏まえ、協力校におい

て児童の行動観察を行うと、「専門的な言葉のま

までは、児童の実態と照らし合わせることが難し

い」「どのような力が必要か分かっても、どこに注

目して実態をとらえればよいかが難しい」という

課題が生じた。 
そこで、協力校において観察を行った内容に、

文献研究で得た内容を照らし合わせながら考察

し、認知面の特性からつまずきの背景を探るため

の観察のポイントを整理していくことにした。 
 上野(2007)は、読み書きが苦手な場合に現れる

サインとして、「音と文字のつながりが苦手」「文

を意味で区切って読むことができない」「1 つの漢

字が複数の読みをもっているときに、とっさにど

う読むのか判断できない」などを挙げている。尾

崎ら(2000)は、視知覚の認知に困難があると、見

たいものを浮かび上がらせることができない場

合があることに触れている。 
文章問題につまずく児童の中には、文章を読む

際に、見え方や読み方でつまずいている場合があ

りそうだと考えた。さらに、そのような場合、読

んで言葉の意味を理解する機会が減ってしまう

ため、読んで理解する言葉の獲得の遅れにつなが

ることも推測できた。 
また、多鹿(1995)は、前述の理解する過程のう

ち変換過程において、表現されている文章間の関

係を解読することがポイントとなることに触れ

手順 関わる能力 
①問題を読む ・読み書きの能力 

②問題文の意味を 
理解する 

・言語能力 

③数の動きを 
イメージする 

・数の概念 
・視覚認知 
・同時処理 

④数の動きから適切

な演算を選択する 
・演算の意味理解 

⑤式を立てる ・演算の意味理解 

⑥計算する ・言語理解 
・視知覚 
・記憶 

⑦答えを書く ・言語能力 
⑧答えが妥当かどう

か振り返る 
・数の概念 
・メタ認知 

表 1 算数文章題の解決過程（多鹿） 

表 2 文章問題を解く手順に関わる能力（栗本） 

58



ている。つまり、問題文の意味理解において、「ど

ちらが大きい」などの 2 つ以上の事柄の間に成り

立つ関係を大まかにとらえることができるかが

ポイントとなると思われた。 
また、上野(2007)は、認知の偏りからいくつか

の条件から結論を導く「推論」などの思考ができ

ないことがあることを挙げている。これは、多鹿

(2015)の示す統合過程において、理解した意味内

容を既存の知識と関連させてまとめあげる際の

つまずきにつながるのではないかと考えた。この

段階について、栗本(2020)は、「文章を読んでも数

の動きがイメージできなかったり、数の動きがわ

かってもそれが何算になるのかがわからなかっ

たりする子どもがいる」としている。対象児童は、

数の動きがイメージできているか、イメージから

演算選択ができるかを確かめる必要があると考

えた。 
さらに、湯澤(2014)は、学習のつまずきの背景

に、ワーキングメモリの問題が隠れていることに

触れている。例えば、文を読む時には、言葉の情

報を記憶しながら読み進め、文全体に表された意

味を理解しなければならない。また、頭の中で、

数の動きをイメージする際にも、前の形を記憶し

ながら次の形をつくらなければならない。すべて

の段階のつまずきに、ワーキングメモリの弱さが

関わっていることが考えられた。記憶につまずき

が見られるかどうかを見極めるとともに、記憶し

やすい方法を把握する必要があるのではないか

と考えた。 
(3) 実態把握用シートの作成 

 (1)(2)で考察した内容を 1 枚に整理し、実態把

握用のシートを作成した（図 1）。 

 

シートは、文章問題を解くために必要な力を、

問題を解く過程ごとに示し、どの力が十分で、ど

の力が不十分なのかを探るために観察するポイ

ントをまとめている。協力校の担任の声を受け、

支援の例も付け加えている。繰り返しの行動観察

の際に扱いやすいように、1 枚で表すことにした。 
２ 実践研究 

(1) 個のつまずきの背景を探るための実態把握    

と背景に基づく指導の工夫と個別の配慮 

作成した実態把握用シートを用いて、対象児童

のつまずきの背景を推測した。 

まず、担任の日頃の観察から、シートの項目に

ついて気になる点を絞った。さらに、意識調査や

プリントの誤答分析、本人への聞き取りの結果を

照らし合わせて、なぜそのようなことが起こるの

かというつまずきの背景を推測した。 
次に、推測したつまずきの背景に基づいて実践

を行った。 
実践内容と方法はつまずきの背景に基づいて

担任が考え実践し、必要に応じて、研究員が指導

及び支援の協力を行うこととした。実践中の対象

児童の反応を観察するとともに、聞き取りを行う

ことで、実践の効果について、検証を行った。 
以下、対象児童 4 名から 2名の事例を取り上げ、

実態把握から実践までの具体例を紹介する。 
(2) 実践事例 
① Ａ児 

ア 実態把握 
Ａ児は、文章問題以外でも、「新しく出てきた考

え方の理解が遅い」など気になる様子があった。 
実態把握用シートの項目を確認すると、どこを

読むかすぐに見つけられないことがあることが

気になった。そこで、なぜそのようなことが起こ

るのか観察を行うことにした。 
すると、注目するように伝えているのに、他を

見ていたり、注目する場所を見つけられなかった

りしたため、Ａ児は普段から担任の意図に沿って

注目できていないのではないかと考えた。 
さらに、全体のイメージがもてていないという

気づきから、なぜもてないのか観察を繰り返すと、

数字やキーワードのみに注目して立式してしま

うことがわかった。そこから、Ａ児は、部分的な
図 1 作成した実態把握用シート 
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情報のみで立式してしまい、全体のイメージをも

つことが難しいのではないかと推測できた。 
また、プリントの誤答分析から、文章問題の中

でも、たし算とひき算につまずきは見られないこ

とから、かけ算とわり算の演算イメージが定着し

ていないのではないかと考えた。たし算とひき算

は、低学年で学習することもあり、具体物操作が

多い反面、かけ算とわり算は絵や図を見せて説明

することが多い。そこで、「自分でやってみる機会」

を設ければ理解でき、自力で正しく立式できるの

ではないかと考えた。 
以上のことから、Ａ児のつまずきの背景を、担

任の意図に沿って注目できていない、全体のイメ

ージをもつことの難しさ、かけ算とわり算の演算

イメージの未定着の3つに絞った。 
イ つまずきの背景に基づく実践 

上記の背景に基づいて実践を行った。 
まず、担任の意図に沿って注目できていないと

いうことに対し、説明している部分を指差して確

認し合うなど、正しい注目を促す工夫を行った。

また、全体のイメージをもつことの難しさに対し

ては、問題文の場面を具体物や絵に表して説明し

たり、出てくる数字を簡単なものから徐々に難し

くしたりするなどの工夫を行った。 
これらの指導の工夫を継続すると、Ａ児は、以

前より、担任に注目して話を聞くようになった。 
さらに、かけ算とわり算の演算イメージの未定

着については、絵から問題文を考えたり、問題文

から絵を描いたりする課題を、1日2問ずつ実施し

た（写真1）。 

  
 
理解の定着を確認するためのテストを定期的

に実施すると、Ａ児は徐々に演算選択が正しくで

きるようになり、わからなくなると自ら絵を描い

て考えるようになった。1 か月半継続した後には、

かけ算とわり算の違いを、「わり算は何人に分け

られるかだけど、かけ算は全部でっていうこと。」

と話していた。わり算は部分量を、かけ算は全体

量を求める計算であることが理解できたことが

わかった。 
担任が、研究とは別にＡ児に行った1学期振り

返りアンケートには、「算数で、わり算、かけ算、

ひき算、たし算かが、式を書く時に分かるように

なった。」「算数をもっと得意にしたい。」とあり、

演算選択ができるようになった本人の実感と算

数科に対する意欲の高まりが伝わった。 
③ Ｂ児 

ア 実態把握 
Ｂ児は、文章問題のつまずきとともに、「漢字が

覚えられない」「いつも個別指導や補充学習をし

ている」などの気になる様子があった。 
シートを用いて観察を行うと、音読がスムーズ

にできなかったことがわかり、読みにくさがある

のではないかと考えた。 
そこで、読みにくさの背景をとらえるため、ど

んな間違いがあるのか観察を続けると、細部に注

意をはらうことの難しさがありそうだと考えら

れた。また、北出(2009)の資料を参考に、眼球運

動の簡単な確認を行うと、両眼のチームワークの

弱さやとらえた形を記憶しておく力の弱さがあ

りそうだとわかった。とらえた形を記憶しておく

力の弱さは、漢字の習熟の遅れと関連して考える

ことができた。 
さらに、シートの項目から絵や図に表せないこ

とが気になり観察を続けると、Ｂ児は言葉をイメ

ージに変換する苦手さがあるのではないかと考

えられた。 
以上のことから、Ｂ児のつまずきの背景を、細

部に注意をはらうことの難しさ、両眼のチームワ

ークの弱さ、漢字の習熟の遅れ、言葉をイメージ

に変換する苦手さの4つに絞った。 
イ つまずきの背景に基づく実践 

上記の背景に基づいて実践を行った。 
まず、細部に注意をはらうことの難しさに対し、

取り組む課題のみをテレビに提示したり、問題文

に線を引いたり、単位を〇で囲んだりする指導を

写真 1 絵から問題文を考える課題と問題文から絵を描く課題 
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継続した（写真 2）。 

 
  

指導を継続していく中で、Ｂ児は、指示がなく

ても、自ら教科書の問題文に線を引いたり、答え

に必要な単位に〇をつけたりするなどの姿が見

られるようになった。本人は、「（線を引くと）気

づきやすい。選びやすい。」と話していた。 
両眼のチームワークの弱さについては、Ｂ児が、

「長い文章や疲れた時に、寄り目になって文字が

重なる。」と話していたため、言葉の区切りがわか

りやすくなる支援の方法を本人と相談し、問題文

の助詞に〇をつける配慮を行った（写真 3）。 

 
 
常に文字が重なって見えるわけではなかった

ため、本人が申し出た時に行う支援として実践し

た。数週間実践を継続すると、単元テスト程度の

文章量では、申し出ることはなくなった。 
漢字の習熟の遅れについては、家庭の協力を得

ながら、読めない漢字にルビを振った。さらに、

普段の漢字の学習において、とらえた形を記憶し

ておく力の弱さから、繰り返し書いても覚えるこ

とにつながっていないと考え、一度に出題する漢

字テストの量を減らしたり、Ｂ児が覚えやすい工

夫として、漢字の形とＢ児の知っていそうな情報

を結び付けて指導したりすることを意識した。 
また、言葉をイメージに変換する苦手さを支援

するため、授業の中に、問題文のイメージを図で

表す場面を設けた。Ｂ児がどうしても描けない時

は、担任が描いたものを渡して考えられるように

配慮した（写真 4）。 

 
 
担任は、「Ｂ児は、言葉で説明してもイメージが

浮かんでいないかもしれない。実際に見せること

が大切。」と考えて、音楽科のリコーダーの学習で

も意識して指導を行った。すると、Ｂ児には難し

いだろうと想定していた曲が演奏できるように

なり、担任は背景をとらえた実践の成果を感じて

いた。 
 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 結果と考察 

(1) 実態把握の方法について 

 本研究で提案した実態把握の方法について、担

任アンケートをもとに考察した。 

 
特別支援教育の視点を取り入れて実態把握を

行うことで、児童のつまずきをより詳しく観察す

ることができ、つまずきの背景をとらえる担任の

視点が増えたと考える。 

また、観察のポイントが具体的に示されている

ことで、通常の学級においてもより専門的な個別

の実態把握が可能であることがわかった。 

(2) つまずきの背景に基づいた実践について 

 二年次の実践を始める前の 5月と終わった後の

担任アンケート結果（一部抜粋） 

・やってみると、ふだんはっきりとは気づかずなんと

なくボヤーっと「〇〇ができなさそう」と感じてい

たことが何なのかはっきり認識できた。 

・つまずきのある児童に、より関わろうとする動機づ

けとなった。 

・文章問題に特化してやってきたが、日常生活の中で

も見られる本人のつまずきやすい理由がわかるよ

うになった。 

・どこが弱いかよくわかった。もともと実践してきた

指導法ではあったが、対象児の背景を意識して取り

入れることで、はっきり成果を感じられた。 

・シートは、段階ごとに見取ることがはっきりしてい

てチェックしやすい。 

 

写真 2 問題文をテレビに写して指導している様子 

写真 3 問題文に助詞に〇をつける配慮 

 

写真 4 担任が描いた図を使ってイメージを作る児童 
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10月に同じ内容のテストを行い、各演算の正答率

を比較した（図 2、3）。 

 
 

 

 

 Ａ児、Ｂ児ともに正答率の伸びが見られた。

かけ算については、出題した問題が発展的で難

しかったと思われる。担任も、「Ａ児は、学習し

たことを結び付けて考えられるようになってき

ている。」「Ｂ児は、個別指導が必要な機会が減

った。」と話し、普段の様子からも、学習の理解

に関する変容が見られることがわかった。 

 また、意識調査の結果から、変容が見られた

項目を一部抜粋して比較した（図 4、5）。 

 

  

 
 

 Ａ児、Ｂ児ともに、意識の高まりが見られた。

特に、「文を読んでわかる」「話を聞いてわかる」

の項目で低く回答していたＢ児は、事後の調査で

は、一番高い「4」と回答している。 

 これらの結果から、つまずきの背景に基づいて

指導及び支援を行うことで、今まで以上に、対象

児童の教科学習に対する理解を深めるとともに、

意欲を高めることができたと考える。 

２ 困難さに寄り添う算数科授業づくり 

 実践を振り返り、困難さに寄り添う算数科授業

づくりのために必要なことを 3つに整理した。 

 

ここでは、特別支援教育の視点について、認知

面の特性からつまずきの背景をとらえる視点と

位置付ける。 

これらを意識して、算数科授業づくりを行うこ

とによって、指導及び支援が、もう一歩先に進み、

できなくて困っていた児童が達成感を 1つでも多

く味わうことができると考える。 

 

Ⅵ おわりに 

 本研究では、算数科文章問題指導のための実態

把握を取り上げた。 

困難さを抱えた児童がつまずいている場面は、

文章問題に限らない。しかし、文章問題のつまず

きを基にとらえた背景は、他のつまずきに関連し

ていることも多い。 

今後は、とらえた背景を他の場面や人につなぐ

ことで、困難さを抱えた児童に対する周囲の理解

が進み、支援が広がっていくと考える。さらに、

周囲の理解の中で本人の自己理解が進むことも

大切である。 

広がる支援の先に、困難さを抱えた児童が、生

き生きと学びに向かうことができる毎日が実現

することを願う。 

困難さに寄り添う算数科授業づくりのために 

○ 支援の必要な児童について、特別支援教育

の視点を取り入れて個別の実態把握を行

い、つまずきの背景をとらえる。 

○ とらえたつまずきの背景に基づいて、今ま

での指導法を見直す。 

○ 対象児を意識して適切な指導の工夫を行

い、どうしても本人が自力では難しいとこ

ろについては、個別の配慮を行う。 

 

図 2 事前事後テストの正答率の比較（Ａ児） 

 

図 3 事前事後テストの正答率の比較（Ｂ児） 

 

図 4 事前事後意識調査の比較（Ａ児） 

図 5 事前事後意識調査の比較（Ｂ児） 
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Ⅰ はじめに 

「生徒指導に関する教員研修の在り方につい

て（報告書）」（文部科学省 生徒指導に関する教

員研修の在り方研究会 平成 23 年）には、「生徒

指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、

個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を

高めるように指導、援助するものであり、学校が

その教育目標を達成するために重要な機能の一

つである」と生徒指導の重要性が記述されている。 

また、「生徒指導提要」（文部科学省 平成 22年）

には、「まずは、気持ちを受け止めることが第一」、

「起きている行動だけに注目しないで、きっかけ

になることや行動の結果など、前後関係を通して

適切でない行動を生起させている要因を分析し、

対応を考えることが肝心」と、児童生徒理解が生

徒指導の基盤となることが示されている。 

しかし、小学校の通常の学級に在籍している特

別な教育的支援を必要とする児童の中には、何ら

かの特性や困難さにより、適切な言動で思いや願

いを表現することや指導された内容を学ぶこと

に難しさがあり、周囲の人が本人を理解しづらい

現状があるのではないかと考えた。 

そこで、本研究では、児童の思いや願いに視点

をあてて行動観察し情報収集や整理を行うこと

で、児童が表出してしまう不適切な気になる言動

の背景にある特性や困難さが把握できるのでは

ないかと考えた。 

さらに、特性や困難さに応じた生徒指導を行う

ことで、児童が指導を受け止め、自身の課題に

向き合おうとする効果的な生徒指導につながる

であろうと考え、このテーマを設定した。 

 

Ⅱ 研究の目的 

 特別な教育的支援を必要とする児童に効果的

な生徒指導を行うために、児童の特性や困難さを

探るための情報整理の方法と、捉えた特性や困難

さに基づく児童の思いや願いの推測・推察による

児童理解の在り方について考察する。 

 

Ⅲ 研究計画 

１ 研究対象 

研究協力校（以下；協力校）Ｏ小学校高学年の

通常の学級から各 1名ずつ、計 3名の児童を以下

の 2つの基準で抽出した。 

□ 特別な教育的支援を必要とする児童 

□ 理解しづらさや、生徒指導上の対応の難しさ

を感じる児童 

２ 研究の内容と方法 

児童の思いや願いに視点をあてた児童理解を

行い特性や困難さを把握し、その児童理解に基づ

いて生徒指導を行い、効果を検証する。 

⑴ 児童の思いや願いに視点をあてた児童理解 

① 気になる言動の絞り込み 

② 思いや願いの推測・推察を踏まえた情報収集

と整理 

③ 特性や困難さの把握 

⑵ 児童理解に基づく生徒指導 

① 絞り込んだ気になる言動に対して 

② その他の場面の言動に対して 

 

Ⅳ 取組の実際 

１ 思いや願いに視点をあてた児童理解に基づ

く生徒指導 

⑴ 児童の思いや願いに視点をあてた児童理解 

① 気になる言動の絞り込み 

まずは、対象児童が表出する気になる言動を書

き出した。必要に応じて、「『気になる』児童生徒

のための気付きシート～行動面など～（福島県特

別支援教育センター コーディネートハンドブ

ック）」を参考にした。書き出すことで気になる言

動が複数挙げられたため、注目する気になる言動

を 1つに絞り込み、特性や困難さを把握しやすく

した。絞り込みの際は、指導頻度が高い、指導の

きっかけになりやすい、という様子が顕著に見ら

特別な教育的支援を必要とする児童に対する効果的な生徒指導の在り方 

～児童の思いや願いに視点をあてた児童理解を通して～（二年次） 

                           長期研究員 土井 裕美 
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れる気になる言動に着目した。 

②  思いや願いの推測・推察を踏まえた情報収集

と整理 

本研究では、「～したくない」、「もう～（否定形）

だ」など、自他を否定したり物事を諦めてしまっ

たりする思いや願いではなく、児童が本来もって

いる「～な自分になりたい」、「～したい」など、

自分を好意的に捉えたり、自分の力を向上させた

りしようとする思いや願いに視点をあてて児童

理解を進めることとした。 

まず、絞り込んだ気になる言動に対する児童の

思いや願いの推測・推察を下記の問いを用いて行

った。 

この問いを用いても、「～したくない」、「もう～

(否定形)だ」のような思いや願いが推測・推察さ

れる場合がある。その際には、下記に示した「さ

らに深める問い」を用いて、本研究で視点をあて

たい思いや願いの推測・推察につなげていくこと

とした。 

次に、推測・推察した思いや願いを踏まえ、1つ

に絞り込んだ気になる言動の場面を、以下の 4点

のポイントで行動観察し、情報の収集と整理を行

った。 

○ 気になる言動が生じる前の状況 

○ 気になる言動の具体的な内容 

○ 気になる言動が見られる時の児童の様子 

○ 気になる言動の頻度 

※ 上記 4 点を情報の整理の基本とするが、児童

により必要があればその他の項目も付け足して

整理することとした。 

③ 特性や困難さの把握 

特別な教育的支援を必要とする児童には、図 1

のように、何らかの特性や困難さによってギャッ

プ（ずれ）が生じ、本来もっている思いや願いが

適切に表現できず、気になる言動として表出する

様子が見られた。 

そのため、推測・推察した思いや願いと気にな

る言動に関する整理した情報を併せ、下記の特性

や困難さを把握するための問いを用いて考える

ことで、ギャップ（ずれ）を生じさせている児童

の特性や困難さは何かを把握した。 

 
図 1 特性や困難さの把握 

⑵ 児童理解に基づく生徒指導 

児童理解を通して把握した特性や困難さに

基づく生徒指導を、次の手順で実施した。 

まず、絞り込んだ言動に対して指導の際には、

児童理解を通して把握した児童の特性や困難

さに基づき、この場面では、どのような生徒指

導を実施するとよいかを検討した。 

その後、児童が指導を受け止め自身の課題に

向き合おうとする効果的な生徒指導につなげ

るため、検討した児童理解に基づく生徒指導を

継続して行った。 

さらに、把握した特性や困難さに基づく生徒

指導が、絞り込んだ気になる言動以外の場面の

気になる言動に対する指導でも、効果的がある

か検証した。 

 

 

さらに深める問い 

〇 どうして（「～したくない」、「もう～(否定

形)だ」のような思いや願い）と思ってしまっ

たのだろうか 

〇 もしかしたら（「～したくない」、「もう～

(否定形)だ」のような思い願いの逆）だったの

かもしれない 

 

推測・推察のための問い 

〇 この言動をすることで、何を伝えたかった 

（どうしたかった）のだろうか 

〇 どんな思いで、この言動をしたのだろうか 

 

特性や困難さを把握するための問い 

〇「～したい、～なりたい。」という思いや願い

があるのに、こういうこと（絞り込んだ気になる

言動」をしてしまうのはなぜだろうか。 

ギ
ャ
ッ
プ
（
ず
れ
） 

思いや願い 
適切な言動 

気になる言動 

特性や困難さにより生じている「ずれ」 
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２ 実践事例 

対象児童 3名のうち 2名の事例を取り上げる。 

⑴ Ａ児の事例 

① 思いや願いに視点をあてた児童理解 

Ａ児の気になる言動を書き出したところ、場面

に関係なく大声を上げる、相手の気持ちや場面を

理解しないで行動することが多い、場にそぐわな

い言動が見られるなど、複数の気になる言動が挙

げられた。 

これらの複数挙げられたＡ児の気になる言動

の中から、1 つに絞り込んだ。Ａ児は場面に関係

なく大声を上げることにより、教員から指導され

て反抗的な態度をとる場面が多く見られていた

ため、「場面に関係なく大声をあげる」という言動

について検討することにした。 

大声を上げることでどうしたかったのか、大声

を上げることで何を伝えたかったのかについて

考え、Ａ児の思いや願いを推測・推察した。担任

からは、担任に注目してほしいのではないかとい

うＡ児の思いや願いが推測・推察された。 

この思いや願いについて普段の行動を観察し

検証したところ、注目していることを伝えても、

気になる言動があまり減らないことが分かった。

そこで、「Ａ児が大声を上げる場面」に注目して行

動観察し、Ａ児の気になる言動に関する情報収集

と整理を行った。（表 1） 

表 1 Ａ児の気になる言動に関する情報整理 

観察のポイント 収集・整理した情報 

① 直前の状況 ・ 教員が話している 

・ 友達が意見発表した後 

② 大声の内容 ・ 授業内容に沿った話 

③ Ａ児の様子 ・ 「見てほしい」、「邪魔しよ

う」などの意図を感じない 

④ 大声の頻度 ・ その日の調子や教科によっ

て変動する 

この整理した情報から、Ａ児の思いや願いの推

測・推察を改めて行ったところ、考えたことを伝

えたかっただけで、大声になっていることには気

づいていないのではないかと考えられた。 

考えたことを伝えたかったというＡ児の思い

や願いが、大声を上げるという形で表現されてし

まうのではなぜかという問いを用い、表 1に整理

した情報を参考に考えたことにより、思いついた

ことをすぐに言動に出してしまう、自分の言動が

良いか悪いか判断するのは難しいというＡ児の

特性や困難さを把握した。 

② 児童理解に基づく生徒指導 

ア 絞り込んだ気になる言動に対して 

Ａ児が鼓笛練習の際、リコーダーを忘れたこと

に気付き、「俺リコーダー無い！先生、今日何もし

なくていいですか。」と教室に響く大声を上げた。 

担任は、把握したＡ児の特性や困難さを踏まえ、

以下 2点、Ａ児に対してどのような生徒指導を行

うか検討し、その場で指導を実施した。 

〇 Ａ児は自分でよいか悪いか判断するのは難し

いので、今回の伝え方は不適切であったこと伝え

た上で、忘れ物をした時の適切な報告の仕方を教

える。 

〇 思いついたことをすぐに言動に出してしまっ

ていることをＡ児自身に意識させる。 

Ａ児に、忘れ物をしたことや何もしなくてよい

かなどを大声で叫ぶことは適切ではないと伝え

た上で、忘れ物をした時の報告の仕方が分かるか

どうか尋ねた。するとＡ児は「分からない。」と答

えたため、担任は、Ａ児に適切な報告の仕方を指

導した。さらに、Ａ児が思いついたことをすぐに

言動に出していることや、それが場合によっては

周囲に誤解されたり、注意されたりすることにつ

ながることをＡ児本人に伝えた。 

この指導により、Ａ児は反抗的な姿を見せるこ

となく素直に指導を受け止め担任と対話し、忘れ

物をした時の適切な報告の仕方を学ぶことがで

きた。 

イ その他の場面の言動に対して 

 外国語の授業で、グループに渡されたカードか

ら好きなカードを 1枚選ぶ場面で、Ａ児が「青が

いい。」と言って、話し合いをする前にカードを先

に取った。 

担任は把握したＡ児の特性や困難さを踏まえ、

以下のようにＡ児に対して、どのような生徒指導
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を行うか検討し、指導を実施した。 

〇 思いついてすぐにカードを取ってしまったと

考えられるが、他の人の意見を聞いてから欲しい

カードを選ぶことを教える。 

Ａ児に他の人に欲しいカードは確認したかだ

おうかを尋ねると、「あっ！」と言ってカードをグ

ループに戻した。さらに担任が青のカードを選ん

でいいか話し合うようにと、適切な言動を教える

と、Ａ児はグループでの話し合いを始めることが

できた。 

⑵ Ｂ児の事例 

① 思いや願いに視点をあてた児童理解 

Ｂ児の気になる言動を書き出したところ、乱雑

で読み取れない字を書く、相手の気持ちや場面を

理解しないで行動することが多い、宿題に取り組

むことが難しくなかなか提出できないなど、複数

の気になる言動が挙げられた。 

これらの複数挙げられたＢ児の気になる言動

の中から、1 つに絞り込んだ。Ｂ児は宿題を提出

せずに過ごすことが多く、指導されると怒ったり

教室を出ていこうとしたりする姿も見られたこ

とがあったため、「宿題を提出できない」について

検討することにした。 

どんな思いで宿題を提出しないのだろうか、宿

題を提出せずにどうしたかったのだろうかとい

う問いを用いて考え、Ｂ児の思いや願いを推測・

推察した。担任からは、内容が分からないから宿

題をやらないで、ゲームに逃避しているのかもし

れないというＢ児の思いや願いが推測・推察され

た。そこで、思いや願いの推測・推察をより深め

るために、もしかしたら、宿題が分かるようにな

れば最後までやりたいという気持ちはあったの

かもしれない。（出された思いや願いの逆の見方）

というポイントで考えることとした。すると、担

任は、ノートを見ると全くやっていないわけでは

ないし、本人なりに「やらなければ、頑張りたい」

という思いはあるのではないか、というＢ児の思

いや願いが推測・推察された。 

この思いや願いを普段の行動を観察し検証し

たところ、多少の改善は見られたが、まだ提出が

不十分な状態が見られることが分かった。そこで、

「Ｂ児が宿題を提出できない場面」に注目して行

動観察し、Ｂ児の気になる言動に関する情報収集

と整理を行った。（表 2） 

表 2 Ｂ児の気になる言動に関する情報整理 

観察のポイント 収集・整理した情報 

① 言動前の状況 ・ 土日をはさみ、まとまっ

た量の宿題が出た 

・ 前日の夜にスポ少がある 

② 取組の様子 ・ 全くやっていないわけで

はない（部分的には取り組

んでいる） 

③ Ｂ児の様子 ・ 登校後、朝の時間に友達

の宿題を借りて写してい

ることが多い 

④ 頻度 ・ 以前よりも改善傾向では

あるが、まだ不十分である 

⑤ Ｂ児が宿題や

何かの活動を

中断する時 

・分からないと本人が感じ

た時 

・周囲の人に分かってもら

えない、と本人が感じた時 

この整理した情報から、Ｂ児の思いや願いの推

測・推察を改めて行ったところ、やらなければな

らない、頑張りたいという思いはあるが、分から

ないと感じるとどうしても頑張れないのではな

いかと考えられた。 

やらなければならない、頑張りたいというＢ児

の思いや願いがあるのに、宿題に取り組めないの

はなぜだろうかという問いを用い、表 2に整理し

た気になる言動に関する情報を参考に考えたこ

とにより、「分からない、分かってもらえない」と

感じると意欲が落ちやすく学習や活動をやめて

しまう、一度にたくさんのことを求められると気

持ちが追い付かず不安定になりやすいというＢ

児の特性や困難さを把握した。 

② 児童理解に基づく生徒指導 

ア 絞り込んだ気になる言動に対して 

宿題を提出せずにＢ児が過ごしている場面で、

担任は把握したＢ児の特性や困難さを踏まえ、以

下 2点、Ｂ児に対して、どのような生徒指導を行
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うか検討し、その後指導を実施した。 

〇 一度にたくさんのことを求めると感情が不安

定になりやすいため、まずは、できる部分は宿題

に取り組むように伝える。また、どうしても宿題

ができなかった場合は、担任に報告するよう確認

する。 

〇 Ｂ児が分かってもらえないと感じないよう、

Ｂ児の気持ちを認めながら指導を進める。 

Ｂ児に対して、Ｂの頑張りを知っていることや、

分かる部分だけでよいので取り組むこと、分から

なかったところは一緒に解決すること、どうして

もできなかった時は担任に必ず報告をすること

などを伝え、指導を継続したところ、Ｂ児の宿題

提出の頻度が高まった。 

イ その他の場面の言動に対して 

友人とケンカをしてしまい、Ｂ児が「話を聞い

てほしい」と担任のもとに来た場面における生徒

指導である。担任はＢ児の特性や困難さを踏まえ、

以下 2点、Ｂ児に対して、どのような生徒指導を

行うか検討し、その場で指導を実施した。 

〇 まずは最後まで話を聞いてから、Ｂ児の良か

った部分について確認することで、全部事情を話

せた。先生に分かってもらえたと感じられるよう

にする。 

〇 振り返ってみて改める必要がある部分につい

ては、1つずつ丁寧に伝えて指導する。 

担任は、まずＢ児の話を共感しながら最後まで

聞き取った。その後、聞き取った内容の中で、適

切だった言動と、改めた方がよかった言動を整理

してＢ児に指導した。Ｂ児は担任の指導に対して

素直に返事をして、友人と仲直りできた。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 児童の思いや願いに視点をあてた児童理

解 結果と考察 

【担任へのヒヤリング結果より一部抜粋】 

○ 1 つの言動に注目し、思いや願いを考えなが

ら観察したことで、そこから考えが枝分かれして

いき、特性や困難さなど、様々なことに気付くこ

とにつながった。 

○ 研究を通して、対象児童の言動の裏にあるも

のが見えてきて、以前気になると感じていたこと

が、今ではなぜその言動をしてしまうのか、言動

の理由が見えると感じる。 

○ 対象児童がどうすれば指導を受け入れてくれ

るのか、（この子が何を理解できれば安心できる

のか）考えながら観察することができた。 

○ 今までは気になる言動自体が目立つように感

じていたが、思いや願いに寄り添いながら行動観

察を続けていくことで、気になる言動から特性や

困難さに気付くことができた。 

上記の担任の声から、気になる言動を 1つに絞

り、思いや願いに視点をあてた行動観察による情

報収集と整理を行ったことで、特性や困難さを把

握することにつながったと考えられる。 

また、担任の対象児童に対する見方の変化が伺

える。研究開始時に気になると感じていた言動に

対し、研究後は、なぜこの言動をするのか見える

ようになった、何を理解できれば安心できるのか

考えることができたと担任は感じている。 

気になるという感覚を出発点として、思いや願

いの推測・推察を踏まえた行動観察を継続したこ

とで、特性や困難さに意識が向き、児童理解がよ

り一層深まったと考えられる。 

以上のことから、児童の思いや願いの推測・推

察を踏まえた行動観察や情報の整理を行うこと

で特性や困難さを把握することができ、より一層

児童理解を深めることができると考えられる。 

２ 児童理解に基づく生徒指導 結果と考察 

児童理解に基づく生徒指導の継続により、対象

児童 2名には変容が見られた。（表 3、表 4） 

また、児童理解に基づく生徒指導を進める中で

感じたことを各担任に尋ねた。 

【指導時の反応の変容】 

表 3 Ａ児の指導時の反応の変容 

時期 児童の反応 

研究開始前 注意されると怒鳴ったり黙り

込んでにらみつけたりして、反

抗的な態度をとることがある。 

研究 1年次 指導の場面で、何が起きたの

かを素直に話す姿が多い。 
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研究 2年次 反省点を素直に認め、担任と

話し合うことで、自分の行動を

振り返ることができる。 

表 4 Ｂ児の指導時の反応の変容 

時期 児童の反応 

研究開始前 逆上して教室を出て行った

り、キレて物に当たったりする。

やり直し等の活動が難しい。 

研究 1年次 キレる姿が減少した。トラブ

ルがあると自ら相談に来るよう

になった。 

研究 2年次 素直に指導を受け止め、行動

を改めることができる姿が多く

なった。対話しながら指導を進

めることができる。 

【担任へのヒヤリング結果より一部抜粋】 

○ 児童の特性に合わせて指導を継続したことで、

きちんと反省もできるし、繰り返し失敗すること

もなくなり、指導が必要な場面が減少した。 

○ 以前は、指導に対して対象児童が拒否的なこ

とが多く、タイミングや内容など指導に関して多

くの配慮を要したが、今では必要な配慮が減り、

学級の児童たちと同じような指導が可能になっ

た。児童同士の関係性もいい意味で対等になった。 

2名の対象児童は共に、指導時の反応の変容や、

不適切な言動の軽減が見られた。 

Ａ児は、指導時に反抗的な態度をとることがな

くなり、反省点を素直に認め、担任と話し合うこ

とで、自分の行動を振り返ることができるように

なった。Ｂ児は、指導時に逆上することがなくな

り、素直に指導を受け止め、担任と話し合うこと

で行動を改めることができることが多くなった。 

Ａ児とＢ児に共通して見られた、指導に対して

素直に自身の課題を受け止める姿と、担任との対

話を通して自分の行動を振り返ることができて

いる様子から、児童が指導を受け止めていると捉

えることができる。これらの変容は、担任が把握

した児童の特性や困難さに基づき指導をしたこ

とによるものであると考えられる。 

また、担任の声からは、気になる言動が繰り返

されることがなくなり指導場面が減少している

ことや、必要な配慮が減少したことが挙げられて

おり、気になる言動が軽減したと捉えることがで

きる。これらの変容は、把握した特性や困難さに

基づいた生徒指導により、児童が自身の課題に向

き合う指導につなげることができたと考えられ

る。 

以上のことから、思いや願いに視点をあてた児

童理解に基づく指導を行うことで、効果的な生徒

指導を行うことができると考えられる。 

Ⅵ おわりに 

本研究の児童の思いや願いに視点をあてた児

童理解を通して把握することができた特性や困

難さは、生徒指導場面以外の学習場面や学校生

活全般においても、効果的な指導を実現するた

めの重要な手掛かりとなるのではないかと考え

ている。さらに、指導の手掛かりとしてだけで

はなく、教師と児童の信頼関係を良好にする手

掛かりにもなるのではないかと感じた。 

自分の思いや願いを分かってくれる、困って

いる時に寄り添い助けてくれる、という安心感

が信頼関係の基盤となっており、児童一人一人

の特性や困難さを教師が把握し、関わろうとす

ることで信頼関係が築かれていくのではないか

と思う。 

児童の特性や困難さを、「この子はこういう

子」、「これができなくて、あれも苦手。だから

仕方がない。」のように、児童の限界を決めてし

まったり、指導をしない理由にしたりするもの

として把握をするのではなく、「ここさえ配慮す

れば、この子の本来のよさが発揮できる。」、「こ

の部分が理解できたら、この子は力をもっと伸

ばせる。」という、児童の成長を願うために把握

することが必要ではないかと感じる。 

把握した特性や困難さに寄り添い、粘り強く

指導や支援を継続していくことで、児童と教師

の信頼関係をより良好にし、さらに指導や支援

の効果のより一層の高まりに繋がっていくこと

を願っている。 
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おわりに 

今年度、新しい学習指導要領が小学校と特別支援学校小学部で全面実施され
ました。次年度以降、中学校と特別支援学校中学部、高等学校と特別支援学校高
等部と順次実施されていきます。各学校では、新しい学習指導要領を踏まえ、児
童生徒の資質・能力の育成と学習評価の充実、「主体的・対話的で深い学び」の
視点を取り入れた授業づくり、カリキュラム・マネジメントなどに取り組み、教
育活動の充実を目指していくことと思います。その中で、特別な支援の必要な児
童生徒についても、特別支援教育の理解が深まり、障がいの特性や発達の段階に
応じた適切な指導及び必要な支援が行われ、インクルーシブ教育システムの整
備・充実が進んでいくことが期待されます。 

当センターにおいては、本県の特別支援教育の理念「地域で共に学び、共に生
きる教育」のもと、教育相談や教員研修の各事業に取り組んでいます。特に調査
研究及び教育研究において、本県の特別支援教育における課題把握や障がいの
ある幼児児童生徒の学びの充実を目指した指導・支援の在り方など、学校や地域
での特別支援教育の取組に示唆を与える研究を進めてきました。 

今年度の教育研究及び調査研究とも、研究協力校と一緒に実践研究を行いま
した。新型コロナウイルス感染症の影響で、年度当初は思うように研究が進みま
せんでしたが、研究協力校の御協力を得て、研究をまとめることができました。
教育研究では、知的障がい特別支援学校の研究協力校１０校とともに３年間の
実践をまとめ、知的障がいのある児童生徒のための各教科の指導の充実に向け
たポイントや留意点等を整理することができました。実践事例集を作成しまし
たので、児童生徒の資質・能力の育成を目指した授業づくりのツールとして御活
用ください。調査研究では、小学校、中学校、高等学校において合理的配慮の提
供に向けたケース会議の在り方を検討しました。各校での実践を通して、ケース
会議を継続して行うことで児童生徒の課題が明確になり、効果的な支援が進め
られたことから、校内組織を生かした運営と丁寧な実態把握の必要性が分かり
ました。研究のまとめとしてリーフレットを作成しましたので、各学校でのケー
ス会議の参考にしていただき、指導の充実につなげていただければと思います。
また、研究紀要を御覧いただき、これらの具体的な取組や成果を各学校での日々
の教育活動に活かしていただければ幸いです。

研究を進めるにあたり、協力していただいた各学校と多くの先生方をはじめ、
教育事務所、関係機関の皆様に御理解をいただき、特別支援教育の充実に向けた
取組を推進することができましたことに心より感謝申し上げます。 

次年度の研究に向けて、引き続き皆様と共に考え、研究成果を学校及び地域支
援につなげていきたいと考えております。今後とも本研究についての忌憚のな
い御意見をお寄せいただきますとともに、当センター事業に御協力くださいま
すようお願い申し上げます。 

令和３年３月 

福島県特別支援教育センター 
企画事業部長 熊谷 賀久
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